
＼
＼

4・

跨
た
が

摯
静
ユ

一
九
人
一
年
四
月
二
十
八
日

（人
颯
日
）

小
永
湧
水
流
水
使
用
権
の
妨
事
料
除

実 文双
万
の
申
立

申
話
の
原
因

申
調
の
原
因
に
対
す
る
答
弁

証
拠
関
係
・

・
〓
‥
‥
・

理
　
由認

定
事
実

判
　
断

当
事
者
曰
録

。　
水
系
国

事 主

夕
l

九 九 九 七 ニ
一
一
四

一二
〇

一一一
一一一

り

（

プに 1

4・

1

1」 .

ψ 芽
´

並
び
に
子
防
等
薇
処
分
申
請
事
件
判
決
夫

″
い
わ
”
ｓ

次

4



潮

昭
和
五
三
年
０
第
二
五
号
、
同
五
四
年
０
第

一
一
号
、
第

一
二
号
、

同
五
五
年
０
第
七
号
　
流
水
伎
用
権
の
妨
害
排
除
並
び
に
予
防
等
仮

処
分
申
鋼
事
件

判
　
　
　
　
　
決

当
事
者
　
　
別
紙
当
願
者
目
録
記
載
の
と
お
り

主
　
　
　
　
　
文

一
　
債
務
者
ら
は
別
紙
水
系
図
記
載
諏
訪
郡
富
士
見
町
境
字
大

泉
九
二
三
六
番
地
か
ら
湧
出
し
、
同
図
面
青
線
部
分
を
流
れ

‐・

る
い
わ
ゆ
る
小
泉
湧
水
及
び
流
水
の
現
状
を
変
更
し
又
は
変

更
す
る
た
め
の
工
事
そ
の
他
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一一　
債
務
者
ら
は
債
権
者
ら
の
前
記
湧
水
及
び
流
水
の
使
用
を

妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

〓
一　
申
請
費
用
は
債
務
者
ら
の
負
担
と
す
る
。

事
　
　
　
　
　
実

第

一
　

双
方
の
申
立

債
権
者
ら
　
　
主
文

一
、

二
項
と
同
旨
。

債
務
者
ら
　
　
本
件
中
請
を
却
下
す
る
。

申
請
費
用
は
債
権
者
ら
の
負
担
と
す
る
。

第
二
　
申
薔
の
原
因

（
昭
和
五
三
年
０
第
五
五
号
事
件
、
同
五
四
年
０
第

一
二
号
事
件
、

同
五
五
一

‐‐‐‐０
・‥‐‐‐
第
た
嬌
輝

‐
‐
・
件
）
　

・　
　
　
・　

　

・

一
　

Ｉ
市
渚
ち
■
い

‐ず

‥れ
ヽ
諏
訪
郡
富
士
見
町
大
宇
境
高
森
区
に

居
住
す
る
農
民
そ
の
他
の
住
民
で
あ
り
、
主
文
記
載
の
い
わ
ゆ

る
小
泉
湧
水
の
水
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
約
二
五
町
歩
の

水
田
を
潅
漑
し
て
農
耕
し
、
水
か
け
採
草
地
な
い
し
は

「
川
汲

戸
」
に
お
い
て
小
泉
湧
水
を
使
用
し
、
日
々
の
生
活
を
維
持
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
　

″
¨
一

二
　
債
務
者
高
森
区

（
以
下
区
と

い
う
）
は
行
政
区
画
上
は
諏
訪

郡
富
士
見
町
に
属
す
る
が
、
独
立
し
た

一
個
の
部
落
を
形
成
し

て
お
り
法
人
に
非
ぎ
る
社
団
で
あ

っ
て
代
表
者
を
区
の
選
挙
に

・
よ

っ
て
選
ん
で
い
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
人
格
な
き
社
団
で
あ

る
。
ま
た
債
務
者
同
友
興
産
株
式
会
社

（
以
下
会
社
と

い
う
）

は
肩
書
地
に
本
店
を
持
ち
、
不
動
産
の
売
買
、
観
光
開
発
事
業

等
を
営
む
株
式
会
社
で
あ
る
．

〓
一　
当
時
の
債
務
者
区
代
表
者
区
長
小
林
三
雄
は
昭
和
五
三
年

一

一
月
六
日
、
債
務
者
会
社
と
の
間
で
小
泉
湧
水
を
日
量

一、
〇
〇

〇
ト
ン
の
限
度

で

一
時
金

二
び

○
○
万
円
、
毎
年
二
〇
〇
万
円

と
し
、
三
〇
年
間
売
却
す
る
契
約
を
結
ん
だ
。

四
　
小
泉
湧
水
は
太
古
か
ら
債
権
者
ら
の
祖
先
に
よ

っ
て
崇
敬
さ

れ
そ
の
努
力
に
よ

っ
て
保
全
さ
れ
、
そ
の
水
系
の
住
民

（
高
森

区
、
池
袋
区
、
信
濃
境
区
）
の
農
業
用
水
及
び
生
活
用
水
と
し

て
反
覆
継
続
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

っ
て
、
債
権
者

ら
は
小
泉
の

一
切
の
湧
水
及
び
流
水
の
古
ぐ
か
ら
の
水
利
権
者

又
は
そ
の
承
継
者
で
あ
る
。

ノ
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五

水
利
権
の
法
理

１
　
水
は
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
源
で
あ
り
、
人
の
生
活
に
よ

っ
て

飲
用
、
生
活
面
は
勿
論
、
農
業
そ
の
他
産
業
の
維
持
の
た
め

に
も
あ
ら
ゆ
る
面
で
絶
対
的
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、

か
つ
水
は
有
限
で
あ
る
．
そ
こ
で
人
は

一
定
地
域
こ
と
に
、

そ
こ
に
お
け
る
水
利
用
者
間
で
集
団
を
作
り
、
水
利
用
者
全

員
の
た
め
の
集
団
的
な
ル
ー
ル
を
形
成
し
て
相
互
の
水
利
用

の
関
係
を
調
整
し
、
ま
た
水
資
源
の
維
持
、
管
理
を
行
う
よ

う
に
な
る
。
右

「
水
利
」
集
団
は
、
そ
こ
に
お
け
る
水
利
用

者
全
員
の
た
め
に
、
水
利
秩
序
を
維
持
管
理
し
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
し
、
ま
た
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
存
在
し
て
お
り
、

そ
の
目
的
と
範
囲
を
超
え
て
、
水
利
用
者
の
総
意
と
は
別
個

独
立
に
、
水
に
関
す
る
管
理
や
処
分
の
権
能
を
有
し
な
い
。

即
ち
右
集
団
は
、
そ
の
構
成
員
と
は
別
の
権
利
主
体
で
あ
る

の
で
は
な
く
多
数
構
成
員
の
集
合
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

一

構
成
員
た
る
個
々
の
水
利
用
者
は
、
互
い
に
独
立
、
対
等
の

・

立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
右
集
団
の
意
思
決
定
は
構
成
員

全
■
の

｝
致
に
よ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
右
集
団
の
存
在
理

由
及
び
人
の
生
活
維
持
に
絶
対
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
水
の

本
質
上
、
多
数
決
を
も

っ
て
少
数
者
か
ら
水
利
用
を
奪
う
こ

′
と
は
■
さ
れ
な
い
。　
　
　
　
　
　
　

．　
　
　
．

現
に
我
国
に
お
け
る
種
々
の
慣
行
的
水
利
集
団
を
み
て
も
、

そ‐
れ
‘
れ
０
水‐
私
魚
団‐
．０
特
性
に
応
じ
―
水
利
の―‐
調
整
ヽ
■

持
、
管
理
に
関
す
る
慣
行
は
種
々
様
々
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

水
自
体
の
処
分
や
個
々
の
水
利
用
者
の
利
用
形
態
に
変
更
を
及

ぼ
す
よ
う
な
管
理
は
、
水
利
用
者
総
員
の
同
意
を
要
す
る
と
す

る
の
が
慣
行
で
あ
る
。
現
実
に
水
利
集
団
の

一
部
構
成
員
や
そ

の

一
部
機
関
が
水
の
管
理
等
を
行

っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
、
構

成
員
の
委
託
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
以
上
の
水
利
集
団

・
と
し
て

の
特
質
は
、
入
会
権
に
お
け
る
入
会
集
団
の
そ
れ
と
同
じ
ど
言

え

る

。
講
学
上
、
水
利
集
団
や
入
会
集
団
に
お
け
る
権
利
関
係
に

「

総
有
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
、
当
該
集
団
を

一
実
在
的
総

合
人
」
と
し
、
そ
の
集
団
と
構
成
員
と
の
関
係
に
つ
き
、
利
用

権
能
は
個
々
の
構
成
員
に
属
し
管
理
、
処
分
の
権
能
は
集
団
に

属
す
る

（
管
理
処
分
の
決
定
に
は
構
成
員
全
員

一
致
に
よ
る
こ

と
を
必
要
と
す
る
）
と
し
た
が
、
水
利
集
団
を
、
構
成
員
た
る

水
利
用
者
の
集
合
そ
の
も
の
以
外
に

「
団
体
」
を
考
え
、
そ
こ

に
独
自
固
有
の
権
利
を
概
念
構
成
す
る
必
要
は
な
い
。

２
　
人
々
が
流
水
等
の
水
を
、
多
く
の
場
合
前
述
の
如
き
集
団
的

規
制
の
も
と
に
、
長
期
間
、
継
続
反
覆
し
て
利
用
し
、
か
つ
そ

の
水
利
用
が
社
会
的
承
認
を
得
た
場
合
、
法
例
二
条
に
基
づ
く

慣
習
法
上
の
権
利
と
し
て
水
利
権
が
成
立
す
る
。
右
社
会
的
承

認
の
成
立
要
件
と
し
て
、
水
利
施
設
物
の
設
置
、
維
持
管
理
、

補
修
の
責
任
の
有
無
、
そ
の
費
用
の
負
担
、
労
働
負
担
の
有
無

等
が
重
要

フ
ア
ク
タ
ー
と
さ
れ
る
．
そ
し
て
成
立
し
た
右
水
利

-3--4-

ノ

権
は
、
そ
の
水
利
用
者
全
員
に
、
水
利
集
団
と
し
て
の
団
体
関

係
に
お
い
て
、
そ
の
特
性
が
反
映
し
た
形
態
に
お
い
て
、
即
ち
、

権
利
の
総
手
的
帰
属

（
総
有
）
と
い
う
形
態
に
お
い
て
、
私
法

上
の
権
利
―

一
種
の
財
産
権
―
と
し
て
帰
属
す
る

（水
利
集
団

自
体
が
独
自
に
団
体
と
し
て
有
す
る
権
利
と
い
う
概
念
構
成
は

不
必
要
で
あ
る
。
）

３
　
か
つ
て
農
村
部
落
は
全
構
成
員
が
い
ず
れ
も
農
家
で
、
行
取

的
作
業
を
営
む
部
落
な
い
し
区
と
水
利
集
団
は
構
成
員
が
全
く

同
じ
で
、
水
利
集
団
と
部
落
と
の
区
別
は
明
確
に
意
識
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
水
利
に
関
す
る
決
定
も
、
部
落

一
般
の
物
事
の
決

定
と
同

一
機
会
に
行
わ
れ
、
ま
た
部
落
な
い
し
区
の

一
機
関
と

し
て
、
例
え
ば
水
路
部
の
如
き
も
の
が
設
け
ら
れ
水
利
に
関
す

る

一
定
の
事
務
を
行
う
よ
う
に
も
な
る
が
、
社
会
の
変
化
に
伴

い
、
や
が
て
部
落
内
に
非
農
民
等
が
生
し
、
当
該
水
を
必
要
と

し
な
い
者
が
そ
の
部
落
の
構
成
員
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

く
る
と
、
そ
れ
ま
で
事
実
上

一
致

し

て

い
た
部
落

な

い
し

区

の
水
利
集
団
と
は

、
分
離
さ
れ
て
く

る
。

従

っ
て
、
水
利
に
関
す
る
法
律
関
係
を
読
ず
る
際
、
そ
の
両

者
は
明
確
に
区
別
し
て
論
ず
べ
く
、
そ
の
場
合
、
水
利
用
に
関

す
る
事
務
の

一
部
を
行
う
機
構
が
部
落
な
い
し
区
に
残
存
し
て

い
て
も
、
そ
れ
は
従
前
の
時
代
の
残
滓
で
あ
り
、
こ
れ
を
も

っ

て
相
変
ら
ず
部
落
な
い
し
区
が
水
利
集
団
で
あ
る
と
の
根
拠
と

す
べ
き
で
な
い
。

ま
た
、
当
該
部
落

に
お
い
て
、
水
源
と
し
て
二
つ
以
上
の
も
の

が
存
在
し
．、そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
が
異
な
る
と
き
は
、
当
該
部
落

に
は
二
つ
以
上
の
水
利
集
団
が
観
念
上
併
存
し
て
い
る
こ
と
と

な
り
、
当
該
部
落
自
体
を

一
つ
の
水
利
集
団
と
み
れ
な
い
こ
と

は
当
然
で
あ
る
．

一ハ
　
小
泉
湧
水
に
お
け
る
慣
行
水
利
権
の
成
立
　
　
　
　
・

１
　
小
泉
湧
水
は
既
述
の
と
お
り
、
太
吉
か
ら
債
権
者
ら
の
祖
先

に
よ

っ
て
崇
敬

さ
れ
、
そ
の
努
力
に
よ

っ
て
保
全
さ
れ
、
今
日

ま
で
水
系
住
民
の
潅
漑
用
水
を
は
じ
め
全
て
の
生
活
用
水
と
し

て
、
そ
の
全
量
が
支
配
下

に
お
か
れ
て
、
反
覆
継
続
し
て
使
用

さ
れ
て
き
た
。

２
　
小
泉
湧
水
の
維
持
、
管
理
の
慣
行

①
　
春
に
な
る
と
、
田

へ
の
通
水
の
準
備
と
し
て
、
冬
期
間

〆

切
ら
れ
て
い
た
水
路
を
整
備
し
、
そ
こ
に
た
ま

っ
た
枯
葉
、

土
砂
等
を
取
り
除
く
な
ど
の
た
め
、
日
時
を
定
め
て
、
水
田

耕
作
者
全
員
が

一
度
に
出
払

い
で
行
う

「
汐
さ
ら

い
」
と
呼

ば

れ
る
水
路
の
修
理
、
保
全
、
清
掃
等
の
作
業
を
行
う
。
み
、

し
て
、同

時
に
そ
れ
ま
で
冬
期
の
間
通
水
さ
せ
て
い
た
水
か
け

採
草
地

へ
の
通
水
を

〆
切
り

（
春
の
〆
切
）
田
へ
の
水
路
に

通
水
さ
せ
る
。

②
　
湧
水
は
、
以
後
秋
の
水
田
耕
作
終
了
ま
で
の
間
、
水
田

ヘ

の
灌
漑
用
水
と
し
て
使
用
さ
せ
る
。

特
に
、
四
月
末
頃
か
ら
五
月
初
旬
に
か
け
て
行
わ
れ
る
田



の

「
代
掻
き
」

（
日
に
水
を
か
け
水
稲
耕
作
可
能
な
状
態
に

．
　
す
る
こ
と
）
に
際
し
て
は

「
水
番
」
制
度
に
よ
り
水
の
管
理

を
行
う
。
こ
の

「
水
番
」
は
、
古
く
よ
り
湧
水
を
利
用
す
る

水
田
耕
作
者
全
員
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
慣
行
上
形
成
さ
れ
て

・
き
よ

・一定
の
申
ル
合
せ
事
項
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
、
水
田
耕

作
者
全
員
の
中
か
ら
約
二
０
名
位
の
働
き
盛
り
で
水
利
に
群

し
い
者
が
水
監
督
者
に
選
ば
れ
、
こ
の
水
監
督
者
の
会
議
に

・

一■
つ
て
水
利
に
関
す
る
全
て
の
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
全
て
の

耕
作
者
に
公
平
、
平
等
な
管
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、

・．
　

水
田
耕
作
者
全
員
が
毎
日
監
督

一
名
、　
一
般
耕
作
者
二
名
宛

交
書
で
日
に
立
ち
、
水
利
の
状
況
を
管
理
す
る
。

③

．
な
ぉ

．
こ
の
代
掻
き
に
際
し
て
は
、
小
泉
湧
水
の
水
量
が

．
少
な
い
た
か
、
湧
水
全
部
を
使
用
し
て
も

一
度
に

一
枚
な
い

．
し
二
撫
の
．田
し
か

「
代
掻
き
」
が
出
来
ず
、
従

っ
て
い
く

つ

か
あ
る
水
路
の
う
ち

一
つ
を
残
し
て
他
を
〆
切

っ
て
湧
水
の

全
量
を
そ
こ
に
回
し
、
か
つ
そ
の
水
路
筋
の
日
に
お
い
て
ヽ
、

。
　

そ
れ
を
各
水
路
毎
に
順
次
繰
り
返
し
て
行
く
と
い
う
方
法
が

と
ら
れ
る
。

・
。こ

の

「
水
番
」
実
施
中
は
、
水
番
以
外
の
者
が
水
を
管
理

。

す
る
こ
ｔ
は

一
切
許
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
時
で
も
、

・
・
他
人
に
影
■
を
与
え
る
よ
う
な
不
正
な
水
利
用
は

一
切
許
さ

・
・

・
れ
な
い
。
一　
　
　
　
　
　
●

¨
０

‐‥
秋
一
水
日
耕
作
胡

‐間
が
集
る
と
、
そ
れ
■
で
通
水
し
て
い

た
田
へ
の
水
路
を

〆
切
り

（
秋
の
〆
切
）
、
冬
期
間
は
水
か

け
採
車
地

（
「
あ
れ
ま
」
）
に
通
水
す
る
。

⑤
　
一辰
業
用
水
以
外
の

一
般
の
生
活
用
水
に
関
し
て
は
、
各
戸

が
そ
の
家
の
横
を
通
る
水
路
に
面
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
川
汲

戸
」
と
呼
ば
れ
る
水
利
用
施
設
を
設
け
、　
一
年
を
通
し
て
そ

こ
に
お
い
て
必
要
量
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
っ
て
な

。
さ
れ
て

い
る
。
こ
の

「
川
汲
戸
」
の
施
設
、
水
路
等
の
維
持
管
理
は
、

そ
の
利
用
者
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
る
慣
行
で
あ
る
。

３
　
以
上
債
権
者
ら
水
利
用
者
は
、
小
泉
湧
水
に
つ
き
慣
行
上
の

水
利
権
を
有
し
、
か
つ
み
、の
管
理
支
配
は
、
そ
の
全
量
に
及
ん

。
で
い
る
も
の
で
、
従

っ
て
、
債
権
者
ら
は
、
小
泉
湧
水
の
全
量

に
つ
き
水
利
権
を
有
し
て
い
る
。

七
　
水
利
権
の
主
体

水
利
権
の
対
象
た
る
水
は
、
多
数
人
が

一
定
の
共
同
体
の
構
成

員
と
し
て
共
同
体
に
よ
る
強
い
規
制
の
も
と
に
こ
れ
を
使
用
し
、

構
成
員
は
通
常
持
分
権
も
分
割
請
求
権
も
有
し
な
い
。
既
述
の
と

お
り
、
従
来
の
通
説
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
多
数
人
の
権
利
関
係

を
総
有
と
称
し
、
そ
こ
に
お
け
る
共
同
体
を

「
実
在
的
総
合
人
」

と
と
ら
え
て
い
た
が
、
近
時
の
有
力
説
は
、
当
該
共
同
体
に
つ
き
、

そ
れ
を
そ
の
構
成
員
と
は
別
の
権
利
主
体
な
の
で
は
な
く
、
多
数

構
成
員
の
集
合
そ
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
み
る
．

債
務
者
ら
は
、
本
件
小
泉
の
利
用
権
は
、
債
権
者
ら
に
属
す
る

が
、
管
理
処
分
権
は
水
利
共
同
体
に
属
す
る
と
し

（
一
応
正
し
い
）

-5-…6-
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次
に
そ
の
水
利
共
同
体
は
現
在
で
ヽ
高
森
区
で
あ
る
と
し

（過
去

そ
う
で
あ
っ
た
が
現
在
で
は
疑
間
が
あ
る
）
更
に
、
そ
の
高
森
区

の
総
会
に
お
い
て
他
の
一
般
の
〓
案
と
同
様
に
過
半
数
の
議
決
に

よ
り
こ
れ
を
処
分
で
き
る
と
す
る
誤
解
を
し
て
い
る
。

仮
に
従
来
の
通
説
に
従
い
、
償
権
者
ら
に
小
泉
湧
水
の
利
用
権

が
あ
り
、
そ
の
管
理
処
分
権
は
水
利
共
同
体
に
あ
る
と
し
て
も
、

債
務
者
区
の
主
張
の
如
く
、
そ
の
共
同
体
を
高
森
区
と
す
る
こ
と

に
問
題
が
あ
る
．

か
つ
て
の
高
森
区
は
、
そ
の
構
成
員
の
殆
ん
ど
が
晨
家
で
、
そ

の
全
員
が
湧
水
を
使
用
し
て
い
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
大
泉
湧

水
と
小
泉
湧
水
の
各
利
用
者
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
現
在
に
お

い
て
は
、
右
二
者
に
加
え
、
そ
れ
ら
両
湧
水
と
も
全
く
使
用
し
な

い
構
成
員
が
存
在
す
る
以
上
、
高
森
区
を
一
つ
の
水
利
集
団
と
み

る
こ
と
は
明
ら
か
に
不
当
で
あ
る
．

八
　
水
利
権
の
処
分
要
件
に
つ
い
て

１
　
水
利
権
を
処
分
す
る
に
は
、
共
同
体
の
構
成
員
全
員
の
同
意

が
必
要
で
こ
れ
は
法
理
論
面
で
も
、
ま
た
実
際
の
慣
行
の
う
え

で
も
当
然
で
あ
る
．

こ
の
こ
と
は
、
水
利
権
と
同
様
の
権
利
形
態
で
あ
る
入
会
権

で
書
レ
ら
れ
、
立
法
上
も
明
確
に
さ
れ
八

「
入
会
林
野
等
に
係

る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
三
条
」
）
ま
た

処
分
自
体
に
権
利
者
全
員
の
同
意
が
必
要
な
こ
と
は
共
有
の
場

合

（
民
法
二
五

一
条
）
と
同
じ
で
あ
る
。
　
　
一

ま
た
、
入
会
権

に
つ
い
て
慣
習
上
、
全
員
の
同
意
を
必
要
と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
調
査
研
究
結
果
が
な
さ
れ
て
お
り
、

水
は
人
の
生
活
、
農
業
等
に
と

っ
て
絶
対
必
要
不
可
決
の
も

の

で
、
我
国
農
村

の
人
々
に
と

っ
て
入
会
同
様
な
い
し
そ
れ
以
上

に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
♪
ら
、
水
利

権
に
つ
い
て
同
様

の
慣
習
の
あ
る
こ
と
は
推
定
で
き
る
。

２
　
小
泉
湧
水
に

つ
い
て
は
、
過
去
処
分
例
は
な
い
が
、
同
じ
高

森
部
落
よ
り
湧
出
す
る
大
泉
湧
水
に
つ
い
て

（
昭
和
二
五
年
以

降
で
は
あ
る
が
）
、
い
ず
れ
も
水
利
用
者
全
員
の
同
意
の
も
と

に
処
分
し
て
き
て
い
る
。
　
　
　
　

　
　
　

．

総
会
で
の
決
議
に
際
し
、
数
人
の
反
対
者
は
い
た
と
の
証
言

も
あ
る
が
当
時
の
議
事
録
に
反
対
者
が
あ

っ
た
こ
と
や
、
そ
こ

で
議
事
が
紛
糾
し
た
旨
の
記
載
は
な
く
、
平
穏
に
議
決
さ
れ
た

こ
と
が
窺
え
、
処
分
の
内
容
か
ら
し
て
、
水
利
用
者
に
何
ら
の

影
響
も
な
い
も
の
で
あ
り

（
明
治
大
学
に
売

っ
た
水
は
当
時
誰

も
使

っ
て
い
な

い
水
で
あ

っ
た
）
、
ま
た
上
水
道
と
し
て
の
処

分
は
い
ず
れ
も
水
利
用
者
自
身
な
い
し
そ
の
子
弟
の
利
益
に
な

る
こ
と
で
あ

っ
て
誰
も
反
対
す
る
理
由
は
な
い
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
各
処
分
例
に
つ
い
て
何
ら
ト
ラ
ブ
ル
は
起

っ
て
い
な

い
。

債

務

者

ら

主

張

の

処

分

例

の

う

ち

他
部
落

へ
の
灌
漑
用
水
の
利
用
許
可
は
高
森
区
に
耕
作
田
圃

を
有
す
る
他
部
落

の
農
象
に
対
し
水
利
権
を
認
め
、

「
汐
さ
ら

い
」
等
の
水
路
の
管
理
、
維
持
等
の
共
同
作
業
に
参
加
す
る
代



り
に
囀
作
面
積
に
応
じ
で
反
当
つ
五
七
０
円
の
割
合
に
よ
る
水

仁嚇”興一
・を徴収れて一るも
・の

②
は
、
富
士
見
町
の
行
政
指
導
に
よ
り
、
高
森
区
を
含
む
流
域
四

区
の
全

‥区
民
に
対
し
、
衛
生
的
な
飲
料
水
を
確
保
す
る
と
い
う

公
共
的
見

〓
地
か
ら
行
わ
れ
、
全
区
民
が
そ
の
恩
息
を
受
け
て
い

る
も
の

（大
泉
簡
易
水
道
）

③
は
、
大
泉
湧
水
の
う
ち
、
も
れ
水
と
し
て
山
林
間
を
通
っ
て
切

…
‘書
川
に
て
ば
れ
落
ち
て
い
た
離
ｔ
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
水
を

明
治
大
学
の
負
担
に
お
い
て
集
水
工
事
を
行
い
費
用
す
る
こ
と

を
理
う
ｔ
ｔ

‐の　
一　
．ド
　
　
　
　
　
　
　
　
一

０
は
「
‘
士
見
可
当
‥局
か
ら
の
要
覇
に
よ
り
、
既
段
の
前
記
大
泉

簡
易
水
道
か
ら
、
つ
つ
し
ケ
丘
団
地
へ
の
給
水
を
認
め
た
も
の

０
は
、
前
記
大
泉
簡
易
水
道
の
水
を
、
水
利
権
者
ら
も
加
入
し
て

い
る
富
士
見
町
晨
業
協
同
組
合
に
対
し
、
出
荷
大
根
等
を
洗
う

の
に
必
要
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
給
水
を
認
め
た
も
の

０
は
、
大
日
ハ
ウ
ジ
ン
グ
よ
り
、
同
社
が
高
森
区
内
に
設
置
す
る

別
荘
へ
前
記
大
泉
簡
易
水
道
の
水
の
給
水
を
求
め
ら
れ
応
し
た

も

の一で
ぁ
―り
、
水
利
権
者
が
特
に
反
対
し
た
こ
と
は
な
く
、
仮
に

■
‐‐会・一
ｔ
ス
砂
■
の
反
樹
が
あ
っ
た
ｔ
ル
て
も
ヽ
そ
つ
通
信
は
、

・
，り‐‐‥ぁス華】瀬鰤霞い”は鰤”昌̈
ば爆はい一講風”“』

る
こ
と
か
ら
み
て
、
少
く
と
も
事
後
的
に
黙
示
に
同
意
し
た
も

の
と
み
ら
れ
る
．
要
す
る
に
、
あ
く
ま
で
反
対
者
が
有
在
す
る

の
に
、
こ
れ
を
数
で
押
し
切

っ
て
強
行
し
た
例
は
な
い
。
な
お

こ
れ
ら
事
例
で
高
森
区
が
形
式
上
契
約
当
事
者
と
な

っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、
水
利
権
者
全
員
の
総
意
に
基
づ
き
区
が
こ
れ
を

代
行
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　

．　
一

３
　
高
森
区
集
会
規
約
二
条
に
従
い
総
会
で
過
半
数
の
議
決
に́
よ

り
水
の
処
分
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

高
森
区
で
は
従
来
水
の
処
分
な
ど
全
く
考
え
て
お
ら
ず
、
右

集
会
規
定
も
水
の
処
分
ま
で
考
え
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
即
ち
、
小
泉
湧
水
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で

一
回
も
処
分
例

が
な
く
、
大
泉
湧
水
に
つ
い
て
も
昭
和
三
五
年
頃
処
分
例
が
生

し
た
も
の
で
、
高
森
区
集
会
規
約
等
が
制
定
さ
れ
た
の
は
昭
和

四

一
年
で
、
当
時
水
の
処
分
は
全
く
念
頭
に
置
か
れ
て
お
ら
ず
、

高
森
区
は
従
来
よ
り
、
水
に
限
ら
ず
区
有
財
産
は
、
す
べ
て
基

本
財
産
と
し
て
こ
れ
を
永
久
に
維
持
し
処
分
は
し
な
い
と
す
る

慣
行
が
あ
り

（高
森
区
制
三
六
条
）
水
が
仮
に
区
有
財
産
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
永
久
に
維
持
す

べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
高
森

区
関
係
規
約
で
は
、
高
森
区
民
は
区
有
財
産
に
つ
い
て
分
割
請

求
権
や
共
有
持
分
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
こ

れ
は
正
に
総
有
的
権
利
関
係
に
他
な
ら
な
い
。

権
利
者
の
同
意
な
し
に
当
該
権
利
を
他
人
が
勝
手
に
奪
う
こ

ｒ
一

■
■
．■
１

１

１
１

‥

“‥

１

１

１

■
・・
１
１

●

Ｉ

・・１

１

１

１
１

ノ

と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
構
成
員
に
よ
る
利
用
権

の
行
使
が
団
体
的
統
制
に
服
し
、
か
つ
個
々
の
構
成
員
が
持
分

相
や
分
割
■
求
権
を
有
し
な
い
管
理
処
分
権
が
団
体
に
属
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
そ
れ
ら
の
権
利
を
構
成
員
の
過
半
数

で
処
分
で
き
る
こ
と
と
は
結
び
つ
か
な
い
。

な
お
、
高
森
区
は
人
格
な
き
社
団
で
あ
る
こ
と
は
争
い
が
な

く

「
人
格
な
ふ
社
団
の
財
産
は
そ
の
構
成
員
の
総
有
に
属
し
、

そ
の
処
分
は
全
員
の
同
意
を
要
す
る
」
こ
と
は
確
定
し
た
判
例

で
あ
る
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

４
　
小
泉
湧
水
は
、
区
総
会
の
多
数
決
で
処
分
で
き
る
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
も
そ
も
昭
和
五
三
年
二
月

一
一
日
の
区
総
会
自
体
、

小
泉
湧
水
の
売
却
を
確
定
的
に
承
認
し
た
も
の
で
は
な
く
、
売

却
の
方
向
で
交
渉
し
て
み
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、

そ
の
交
渉
の
結
果
、
実
際
に
売
却
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
然

再
度
区
総
会
の
議
を
経
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
．
従

っ

て
本
件
売
却
は
そ
の
再
度
の
総
会
の
議
決
も
得
て
お
ら
ず
、
こ

の
点
で
も
無
効
で
あ
る
。
更
に
、
総
会
に
は
小
泉
水
系
の
水
利

用
に
全
く
関
係
の
な
い
者
二
九
名
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
小
泉
湧
水
は
、　
一
人
高
森
区
の
区
民
の
独
占
物
で
は

な
く
、
下
流
の
信
濃
境
、
池
袋
等
の
地
域
の
人
々
も
ま
た
、
同

様
に
長
年
に
亘
り
右
湧
水
を
利
用
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
処

分
に
あ
た
っ
て
は
こ
れ
ら
下
流
地
域
の
水
利
権
者
総
員
の
承
諾

も
必
要
で
あ

っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
高
森
区
の
み
の
議
決
で
は

何
ら
有
効
な
処
分
を
な
し
得
な
い
。

更
に
高
森
区

に
お
い
て
、
小
泉
湧
水
を
特
に
本
件
の
如
く
大

量
に
区
民
以
外
の
第
二
者
に
処
分
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

か

っ
て
慣
行
上
も
予
想
だ

に
し
な
か

っ
た
こ
と
で
、
む
し
ろ
区

有
地
等
と
同
様
、
区
民
に
と

っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し

て
、
永
久
に
こ
れ
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
当
然
Ｑ
前
提
と
な

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

九
　
小
泉
湧
水
の
水

は
余

っ
て
い
な

い
。

１
　
大
泉
水
系
と
小
泉
水
系
の
耕
作
面
積
の
比
較
を
根
拠
と
す
る

債
務
者
ら
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
。

０
　
小
泉
水
系

一
〇
町
歩
余
と

い
う
の
は
、
高
森
区
の
み
の
数
値

で
、
下
流
の
信
濃
境
、
池
袋
等
の
地
域
の
田
圃
面
積
を
加
え

れ
ば
小
泉
水
系
は
約
二
五
町
歩
と
な
り
大
泉
水
系
の
そ
れ
と

大
差
な

い
．

②
　
小
泉
水
系
は
デ

コ
ポ

コ
で
起
伏
に
富
み
、
水
路
も
長
く
曲

り
く

ね

っ
て
お
り
、
そ
の
間
漏
水
し
、
同

一
面
積
の
田
を
耕

作
す
る
の
に
大
泉
水
系
よ
り
余
分
の
水
が
必
要
で
あ
る
。
ま

た
、
大
泉
水
系
の
水
路
は
、
全
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
Ｕ
字
溝

で
あ
る
の
に
、
小
泉
水
系
は
Ｕ
字
溝
は

一
割
前
後
で
、
漏
れ

水
が
多

い
。

③
　
大
泉
水
系

の
田
は
互

い
に
隣
接
し
て
い
る
の
に
対
し
、
小

泉
水
系
の
日
は
、
宅
地
や
畑
に
混

っ
て
点
在
し
、　
一
つ
の
田

に
使
用
し
た
水
が
他
の
田
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
が
な
く
、
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そ
れ
だ
け
余
分
に
水
を
必
要
と
す
る
。

④
　
大
泉
水
系
の
土
質
が
黒
土
で
水
を
含
み
や
す
い
の
に
対
し
、

小
泉
水
系
の
土
質
は
灰
土
で
水
に
な
し
ま
ず
、
水
が
し
み
込

ん
で
底
漏
れ
す
る
。

０
　
大
泉
水
系
の
日
が
湿
地
地
帯
で
上
を
掘
ら
な
く
て
も
水
が

出
ち
位
な
の
に
、
小
泉
水
系
の
田
は
土
を
掘

っ
て
も
水
―ヽま
出

な
い
状
態
で
、
一従
来
よ
つ
乾
燥
し
て
い
る
土
地
と
い
う
意
味

で
名
千
沢
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

、
０
　
大
泉
水
系
の
日
は
、
大
泉
湧
水
だ
け
で
な
く
、
小
丸
戸
堰

の
水
．
鷹
の
巣
理
の
水
、
に
げ
堰
の
水
、
湿
地
帯
か
ら
の
湧

出
水
も
あ
わ
せ
て
使
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

２
　
前
述
の
如
く
、
日
の

「
代
掻
き
」
に
際
し
、
湧
水
全
部
を
伎

用
し
て
も

一
度
に
一
枚
な
い
し
二
枚
の
田
し
か

「
代
掻
き
」
が

で
き
な
い
状
態
で
、　

，順
次
い
く
つ
か
あ
る
水
路
の
う
ち

一
つ
を

残
し
て
他
を
締
切
り
、
湧
水
の
全
量
を
そ
こ
に
回
し
て
、
上
の

日
よ
り
順
に
水
を
流
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
実

情
に
あ
る
こ
と

８
　
天
破
に
よ
り
雨
の
多
い
年
は
田
日
の
必
要
と
す
る
水
の

一
定

部
分
を
ま
か
な
え
る
が
、
逆
に
干
ば
つ
の
時
は
、
そ
の
全
量
を

・湧
水
に
頼
ら
ぎ
ろ
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
高
森
区
で
も
，
大
正

■
三
年
頃

‐と
昭
和
二
三
年

―頃
の
手
ば
つ
の
際
に
は
、
水
が
非
常
に

，
一
不
足
ル
■
日
植
え
が
七
月
に
ず
れ
込
み

，
そ
の
年
の
収

，
穫
も
半

減
し
た
●
■
　

・●
●
・　
・　
　
・・
　
¨

４
　
か

つ
て
高
森
区
民
が
流
域

に
開
田
を
計
画
し
、
区
総
会
に
申

入
れ
た
が
水
が
不
足
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
賛
成
を
得
ら
れ
ず
、

ま
た
十
数
年
前
、
流
域
に
開
田
し
た
者
が
、
下
流
の
滝
坂
耕
地

組
合
の
反
対
に
よ
り
水
を
引
く
こ
と
が
出
来
ず
、
結
局
開
田
に

至
ら
な
か

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

５
　
小
泉
湧
水
よ
り
水
量
の
多

い
大
泉
湧
水
に
お
い
て
す
ヶ
ｒ
大

泉
簡
易
水
道
水
と
し
て
の
給
水
に
つ
い
て
、
現
に
水
が
余

っ
て

い
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
次
の
如
き
措
置
を
講
し
て
い
る
。

①

‐甚
だ
し
く
灌
漑
用
水
に
支
障
を
生
じ
た
場
合
は
断
水
で
き

・

る

．

②
　
鳥
帽
子
区
に
対
す
る
給
水
量
と
同
量
の
水
を
同
区
側
の
負

担
で
高
森
区
側
の
た
め
に
切
掛
川
の
流
水
よ
り
揚
水
し
、
大

泉
水
系
に
還
元
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

③
　
富
士
見
農
協
は
水
利
用
に
当
り
水
資
源
の
現
況
を
見
極
め

特
に
節
水
に
努
め
る
。

６
　
前
記
の
如
く
、
大
泉
湧
水
の
普
段
誰
も
使
用
し
て
い
な
い
落

水
に
つ
い
て
、
高
森
区
は
、
緊
急
の
必
要
を
生
じ
た
場
合
は
、

明
治
大
学
と
の
契
約
を
解
除
で
き
る
と
定
め
た
。
　
　
　
．

７
　
牛
の
数
約
四
〇
頭
、
広
さ
約
二
町
歩

（
債
務
者
会
社
の
開
発

予
定
地
域
に
比
べ
は
る
か
に
狭
い
）
の
小
林
牧
場
に
す
ら
、
か

っ
て
水
を
引
く
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
「

８
　
富
士
現
町
水
道
課
の

‐調
査
■
、　
一
回
的
セ

一
つ
の
地
点
に
お

い
て
簡
易
な
方
法
で
行

っ
た
も
の
で
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
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一
般
に
、
湧
水
流
水
の
量
は
、
季
節
天
候
時
期
等
に
よ
り
変

化
す
る
も
の
で
、
相
当
期
間
に
亘
る
連
続
的
な
調
査
を
要
し
、

ま
た
流
水
量
は
途
中
で
の
漏
水
や
土
質
に
よ
る
地
下

へ
の
浸
潤

等
の
影
●
に
よ
り
各
地
点
同
で
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の

で
あ
り
、　
一
つ
の
水
系
で
も
、
上
流
、
中
流
、
下
流
の
数
ケ
所

に
お
け
る
測
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
債
務
者
会
社
に
売
却
さ
れ
た

一
〇
〇
〇
ト
ン
と
い
う
数
字
は
、

同
社
の
開
発
参
必
要
性
か
ら
は
じ
か
れ
た
数
字
で
あ

っ
て
、
小

泉
湧
水
が
余

っ
て
い
る
か
否
か
を
科
学
的
に
調
査
研
究
し
た
結

果
出
た
も
の
で
は
な
い
。

１０
　
水
が
余

っ
て
い
る
か
否
か
は
現
に
田
目
を
耕
作
し
て
い
る
者

に
と
っ
て
死
活
問
題
で
あ
り
、
こ
の
水
を
取
水
し
よ
う
と
す
る

者
の
側
に
お
い
て
、
十
三
分
に
時
間
と
費
用
を
か
け
、
農
学
、

地
質
学
、
水
利
学
、
気
象
学
そ
の
他
関
係
分
野
に
わ
た
る
科
学

的
、
社
会
的
な
十
三
分
の
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
影
響
を
事

前
に
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
る
に
本
件
で
は
、
そ
の
よ
う
な
調
査
、
研
究
は
全
く
行

わ
れ
ず
、
そ
の
為
の
努
力
も
な
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。　
一
万
債

権
者
ら
は
、
長
年
に
亘
る
水
田
耕
作
の
苦
心
と
経
験
に
基
づ
き
、

現
在
で
ι
な
お
水
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
直
接
日
で
見
、
肌

で
感
じ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
前
掲
各
間
接
事
実
も
償
権

者
ら
の
長
年
の
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
間
違
い
の
な
い
事
実
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
小
泉
湧
水
が
現
在
の
状
態
に
お
い
て

も
な
お
不
足
し
て

い
る
こ
と
―ま、
明
ら
か
で
あ
る
。
　
　
・

な
お
、
小
泉
湧
水
は
部
落
内
を
流
れ
る
防
火
用
水
と
し
て
の

役
目
も
果
し
て
お
り
、
そ
の
水
量
が
減
る
と
、
防
災
上

の
観
点

か
ら

の
心
配
も

生
ず

る
。

Ｈ
　
債
務
者
区
は
、
契
約
に
お
い
て
揚
水
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

通
元
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
の
で
水
不
足
を
来
た
さ
な
い
旨

主
張
す
る
が
、
揚
水
量
の
多
量
さ
か
ら
し
て
水
不
足
を
来
た
さ

な

い
と
は
到
底
言
え
な
い
ば
か
り
か
、
汚
染
さ
れ
た
雑
排
水

（

し
尿
処
理
水
も
含
む
）
が
放
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
小
泉
湧

水
が
汚
染
さ
れ
、
農
作
物
そ
の
他
に
重
大
な
影
響
を
与
え
、
新

た
な
損
害
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

水
利
権
と
は
、
単

に
現
に
利
用
し
て
い
る
湧
水
等
に
対
す
る

支
配
権
と
言
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
利
用
の
用
途
に
適
し
た

従
来
よ
り
の
水
質
に
お
い
て
こ
れ
を
支
配
す
る
権
利
と
言
う
べ

き

で
あ
る
．

（
昭
和
五
四
年
０
第

一
一
号
事
件
）

一
　

本
件
債
権
者
ら

（
以
下
滝
坂
耕
地
の
債
権
者
と
い
う
）
は
、
諏

訪
郡
富
士
見
町
境
信
濃
境
区
に
居
住
す
る
農
民
そ
の
他
の
庄
民
で
、

小
泉
湧
水
の
水
利
権
を
有
す
る
。

１
　
滝
坂
耕
地
の
債
権
者
ら
は
、
昭
和
初
年
頃
よ
り
任
意
組
合
た

る
滝
坂
耕
地
整
理
組
合
を
組
織
し
、
こ
の
組
合
と
し
て
の
団
体

的
続
制
の
も
と
に
、
現
在
ま
で
小
泉
湧
水
を
継
続
反
覆
し
て
使

用
し
て
き
て
い
る
。



・一̈
・
一一一
一̈一．．

．
一
一
一

２
¨
．各
諄
お
ぼ
■

一一部
ぼ
直
接
、　
一
部
は
溜
池
に
貯
水
し
た
も
の

か
ら
ｉ
夫
々
田
に
掛
け
て
使
用
し
、
高
森
区
と
同
様
水
番
制
度

Ｌ
よ

，
．て
い
る
。

３

¨
水
の
維
持
、
管
理

①

貯́
水
池
は
昭
和
九
年
頃
、
組
合
員
の
費
用
、
労
力
負
担
で

¨
．
作
ら
れ
。
現
在
ま
で
　
組
合
員
の
費
用
、
労
力
負
担
で
維
持

．
．
管
．理
補
修
●
な
さ
れ
で
き
た
。
ま
た
貯
水
池
の
水
門
管
理
の

Ｌ
¨

た
‐め
０
番
卜
日
が
設
置
さ
れ
、
前
同
様
維
持
管
理
さ
れ
て
き

■́
，ｔ
ｒ
・　
　
・　
　
　
　
ヽ̈

②
‥
毎
年
二
月
初
頃
、
組
合
員
全
員
の
出
払
い
に
よ
り
水
路
の

一
せ
ん
‥ぎ
き
ら
い
を
な
し
、
秋
の
稲
刈
り
の
後
、
同
様
に
泥
を

，流
す
作
，業
を
し
て
″‐き

て
い
る
。

４
　
以
上
‘
よ
り

，
置
坂

‐耕
■
０
日
権
者
ら
は
、
長
年
に
亘
る
慣

行
と
し
て
小
泉
湧
水
を
使
用
し
、
か
つ
こ
の
慣
行
は
、
社
会
的

承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
・

一一
　

一
つ
の
流
水
に
つ
き
、
複
数
の
水
利
用
共
同
体
が
あ
る
場
合
の

水
利
権
の
態
様
は

一
つ
の
問
■
で
は
あ
る
が
、
滝
坂
耕
地
の
償
権

者
ら
の
有
す
る
水
利
権
を
仮
に
余
水
水
利
権
で
あ
る
と
し
て
も
、

上
流
春
は
そ
の
必
要
を
こ
え
て
下
流
者
の
権
利
を
害
し
て
ま
で
水

流‐
を
処―分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三

．
濠
ｉ
耕
■
の
■
格
着

，
が
■

，
者
区
の
慣
秘
者
会
社
に
対
す
る

小
泉
湧
‐れ

ら
売
却
処
分
に
あ
た
り

．
こ
れ
に
同
意
し
た
こ
と
は
な

く．‥■
昭‐‐科
■
■
筆
に

，
正
な
．●

，
で
圧
ヽ
し
た
ｏ

四
　
滝
坂
耕
地
の
債
権
者
ら
に
と
．っ
て
も
、
小
泉
湧
水
が
余

っ
て
お

ら
ず
、
否
現
状
に
お
い
て
不
足
し
て
い
る
こ
と
は
、
高
森
区
内
の

債
権
者
ら
と
同
様
な
い
し
そ
れ
以
上
で
あ
る
。

０
　
耕
作
に
し
て
も
千
あ
が
る
田
が
出
る
こ
と

０
　
水
が
足
り
な
い
為
、
耕
作
を
控
え
て
い
る
田
が
あ
る
こ
と

０
　
高
森
部
落
の
人
が
約
二
反
の
田
を
新
た
に
開
田
し
よ
う
と
し

た
と
き
水
不
足
を
理
由
に
異
議
を
述
べ
開
田
さ
せ
な
か
っ
た
こ

と
が
あ
る
こ
と

④
　
高
森
部
落
の
人
か
ら
組
合
に
養
魚
池
を
作
り
た
い
の
で
水
を

・」
・
使
わ
せ
て
く
れ
と
の
申
出
が
あ

っ
た
と
き
も
、
水
不
足
を
理
由

に
断
わ

っ
て
い
る
こ
と

⑤
　
代
か
き
の
時
期
以
外
に
も
水
番
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ

と
③
　
水
不
足
の
た
め
水
争
い
が
起
き
る
こ
と
が
あ
る
こ
と

五
　
そ
の
他
高
森
区
内
債
権
者
ら
の
主
張
と
同

一
で
あ
る
。

仮
処
分
保
証
金
に
つ
い
て

本
件
の
審
理
内
容
は
、
実
質
的
に
は
本
案
訴
訟
に
お
け
る
と
変

ら
ず
、
本
件
請
求
は
無
保
証
で
認
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

償
権
者
ら
は
そ
の
多
く
が
零
細
農
家
で
あ
る
。

債
務
者
会
社
は
、
未
だ
具
体
的
開
発
に
着
手
し
て
お
ら
ず
、
開

発
計
画
も
行
政
当
局
と
事
前
協
雲
の
段
階
で
そ
の
細
部
も
決
定
さ

れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
．り
、
小
泉
湧
水
か
ら
の
取
水
が
で
き
な
く

と
も
、
富
士
見
町
■

，
開
発
に
必
要
な
水
の
供
給
を
約
束
さ
れ
て

・ 二
11-
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Ｊ
Ｊ

い
る
．
同
社
は
以
前
よ
り

一
且
区
総
会
で
売
却
が
否
定
さ
れ
た
こ

と
を
含
め
従
来
の
経
緯
を
熟
知
し
、
か
っ
債
権
者
ら
か
ら
も
湧
水

の
処
分
に
反
対
で
ぁ
る
旨
の
申
入
を
受
け
て
い
た
も
の
で
、
本
件

”
求
は
十
分
予
想
し
て
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

第
二
　
申
目
の
原
因
に
対
す
る
答
弁

債
務
者
区
　
　
　
　
　
　
　
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
昭
和
三
三
年
０
第
五
五
号
事
件
、
同
五
四
年
０
第

一
二
号
事
件
、

同
五
五
年
０
第
七
号
事
件
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

一
　
申
“
原
因
事
実

一
の
う
ち

「
債
権
者
ら
は
い
ず
れ
も
」

「
約
二

五
町
歩
の
水
田
」
の
部
分
を
否
認
し
、
そ
の
余
を
認
め
る
。

債
権
者
渋
川
宏
子
は
、
未
だ
高
森
区
民
で
な
く
、
同
小
林

一
大

は

一
家
を
ぁ
げ
て
松
本
市
へ
転
居
し
、
い
ず
れ
も
高
森
区
内
の
流

水
に
対
す
る
特
別
使
用
の
権
利
を
有
し
な
い
．
債
権
者
小
林
き
の

江
は
、
同
口
幸
の
要
で
当
事
者
適
格
を
欠
く
。

一一　
同
二
を
認
め
る
．

〓
一　
同
三
を
認
め
る
。

四
　
同
四
を
否
認
し
争
う
。

五
　
同
五
の
１
な
い
し
３
に
つ
き
、
斯
様
な
学
説
が
あ
る
こ
と
は
認

め
る
が
、
学
説
以
前
に
区
々
に
わ
た
る
慣
行
が
詳
細
一
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
規
範
化
さ
れ
て
い
る
慣
行
を
無
視
し
て
学
説

を
も
っ
て
給
断
す
る
こ
と
は
失
当
で
あ
る
。

日
３
に
つ
き
喜
森
区
は
未
だ
区
と
水
利
集
団
と
の
分
離
は
全
く

見
ら
れ
な
い
．

一ハ
　
同
六
の
１
、
３
を
否
認
し
、
同
２
は
後
述
の
と
お
り
で
ぁ
る
。

償
権
者
ら
の
主
張
は
、
湧
水
、
流
水
の
管
理
保
存
処
分
行
為
の

主
体
そ
の
責
任
の
所
在
即
ち
、
そ
れ
ら
が
区
民
の
意
思
表
明
に
よ

る
区
の
決
定

（
区
総
会
の
決
議
）
と
こ
れ
を
体
し
た
区
の
執
行
機

関

に
よ
る
指
示
、
監
督
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
来
た
こ
と
を
看
過
し

て
い
る
。

七
　
同

七
を
否
認
す
る
．

高
森
区
に
お
け
る
湧
水
の
管
理
処
分
権
は
区
に
帰
属
す
る
。

八
　
同
八
を
否
認
す
る
。

九
　
同
九
を
否
認
す
る
．

本
件

の
湧
水
売
買
に
よ

っ
て
濯
漑
用
水
、
生
活
用
水
に
不
足
を

き
た
す
こ
と
は
な
い
。

１
　
高
森
区
内
に
は
、
大
泉
東
湧
水
、
大
泉
西
湧
水
、
小
泉
湧
水

が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
灌
が

い
す
る
水
系
は
大
泉
水
系
と
小

泉
水
系
と
に
分
け
ら
れ
、
大
泉
水
系
は
、
大
泉
西
湧
水
の
み
に
よ

っ
て
、
小
泉
水
系
は
小
泉
湧
水
と
大
泉
東
湧
水
の
甲

の
三
割
に
よ

っ
て
灌
が

い
さ
れ
る
．
夏
場
の
各
湧
水
量
は
、
大
泉
西
湧
水
約
二

三
〇
〇
ト
ン
、
大
泉
東
湧
水

二
〇
〇
〇
ト
ン
、
小
泉
湧
水
約
二
九

〇
〇
ト
ン
で
、
従

っ
て
大
泉
水
系
の
濯
漑
用
水
量
は
二
三
〇
〇
ト

ン
、
小
泉
水
系
の
そ
れ
は
二
五
〇
〇
ト
ン
と
な
る
．

一
方
、
大
泉
水
系
の
水
田
面
積
は
約
四
〇
町
歩
、
小
泉
水
系
の

そ
れ

は
約

一
二
町

歩

で
あ

る
．

２
富
士
見

町

水
道
課
が
昭
和
五

一
年
二
月

一
日

（
ａ
）
及
び
同
五



三
年
五
現
二
九
日

（
ｂ
）
行
っ
た
水
量

（日
量
）
調
査
に
よ
る

と大
泉
西
湧
水

′
８
　
一
三
〇
０
■
ン
　
　
ｂ
三
二
三
六
ト
ン

大
泉
東
湧
水

・　
８
　
一
五
〇
〇
ト
ン
　
　
ｂ
約
二
二
五
〇
ト
ン

（調
査
結
果

不
朗
の
た
め
冬
場
の
一
¨
五
倍
と
推
定
）

■
泉
湧
水

ヽ

仁̈
四
〇
０
■
ン
　
　
ｂ
二
九
五
三
ト
ン

そヽ
し
て
大
泉
東
湧
水
の
う
ち
冬
場
は
そ
の
全
湧
水
が
、
夏
場

一
う
ち
三
割
が
小
泉
湧
水
系
へ
流
入
す
る
。
従
っ
て
大
泉
湧
水

系
■

・
冬
場
■
量

一
三
〇
〇
■
ン
、
夏
場
同
三
八

一
一
ト
ン
、
小

・
泉
湧
水
系
は
冬
場
同
二
九
〇
〇
ト
ン
、
夏
場
同
三
六
二
八
ト
ン

と

な

る
。

３
　
本
件
売
買
契
約
に
よ
る
と
、
償
務
者
会
社
が
揚
水
量
の
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
を
還
元
水
と
し
て
放
流
す
る
こ
と
や
灌
漑
用
調
整

地
が
ニ
ケ
所
設
置
さ
れ
る
ほ
か
、
潅
漑
用
水
路
の

一
部
に
つ
き

水
路
の
改
修
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

慣
務
者
会
社
が
開
発
を
行

っ
て
後
、
当
分
の
間
必
要
と
す
る

場
水
量
は
三
〇
〇
ト
ン
で
あ
り
、
現
在
予
定
し
て
い
る
全
開
発

を
完
了
ル
て
も
日
量
五
〇
〇
ト
ン
で
あ
る
．
そ
し
て
こ
れ
ら
揚

球
“

，
か
ゎ
る
水
■
の
テ
ち
七
０
な
い
し
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は

排
水
処
理
ざ
れ
て
水
路

へ
放
流
さ
れ
る
。

従

っ
て
、
小
泉
水
系
の
水
日
の

「
水
も
ち
」
の
若
子
の
悪
さ

を
考
慮
し
て
も
濯
漑
に
支
障
を
き
た
す

こ
と
は
全
く
な
い
。

一
〇

高
森
区
に
お
け
る
湧
水
の
管
理
処
分
権
は
区
に
属
す
る
。

１
　
償
権
者
ら
の
小
泉
湧
水
利
用
権
は
高
森
区
の
慣
行
に
よ

っ
て

認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

高
森
区
に
は
、
区
有
地
に
大
泉
、
小
泉
の
両
湧
水
が
存
し
、

・‘

区
内
を
貫
流
し
て
い
る
。
高
森
区
に
は
こ
れ
ら
区
内
に
湧
水
し

あ
る
い
は
流
水
す
る
水
に
つ
い
て
、
区
が
そ
の
管
理
、
保
存
、

処
分
の
可
否
及
び
方
法
を
決
定
し
区
民
は
こ
の
区
の
決
定
に
基

づ
く
区
の
執
行
機
関
の
指
示
、
監
督
に
従

っ
て
始
め
て
こ
の
水

利
用
の
利
益
を
享
受
す
る
と
す
る
慣
行
が
あ
り
、
そ
の

一
部
が

徐
々
に
成
文
化
さ
れ
て
き
た
。

２
　
湧
水
の
具
体
的
管
理
保
存
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
　
水
源
地
の
涵
養
、
管
理
の
為
の
湧
水
地
の
下
払

い
、
草
刈

り
、
流
水
の
管
理
の
為
に
汐
き
ち
い
、
Ｕ
宇
溝
の
設
置
、
ル
ヽ

の
他
の
漏
水
防
止
作
業
が
夫

々
区
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
。

即
ち
、
汐
さ
ら
い
は
区
の
年
間
行
事
と
し
て
毎
年
四
月
に
総

出
払

い
と
し
て
、
下
払

い
草
刈
り
は
右
総
出
払

い
の
際
に
あ

る
い
は
区
の
機
会
で
あ
る
老
人
会

（
以
前
は
青
年
団
）
に
よ

っ
て
、
ま
た
漏
水
防
止
作
業

は
区
の
指
示
と
出
損

に
よ
る
小

囲
り
等
に
よ

っ
て
夫
々
行
わ
れ
て
き
て
い
る
．
右
作
業
の
決

定
並
び
に
指
示
、
監
督
は
区
会

（
区
役
員

で
構
成
）
区
長
及

び
区
の
執
行
機
関
で
あ
る
林
野
部
長
あ
る
い
は
水
路
部
長
が

. -13-
-14-

ノ

行

っ
て
い
る
。

②
　
高
森
区
民
は
区
の
行
う
水
の
管
理
、
保
存
に
つ
い
て
の
右

決
定
に
従

い
、
そ
の
作
業
に
賦
役
を
負
担
し
て
灌
漑
用
ぁ
る

い
は
生
活
用
に
こ
れ
ら
の
水
を
使
用
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

あ
る

一
定
期
間
の

一
定
利
用
に
つ
い
て
は
区
の
決
定
に
よ
る

規
制
を
受
け
る
。

則
ち
、
あ
れ
ま

へ
の
放
流
は
水
路
部
長
に
よ

っ
て
行
わ
れ

て
区
会

へ
報
告
さ
れ
そ
の
締
切
り
は
区
会
で
決
定
さ
れ
た
日

に
水
路
部
長
に
よ
っ
て
行
わ
れ
代
掻
時
の
水
番
制
度
も
、
区

長
が
最
高
責
任
者
と
な
り
、
区
会
で
決
定
し
た
期
間
中
、
区

会
で
選
任
す
る
監
督
の
も
と
二
、
三
名
が
水
番
に
た
ち
、
毎

日
水
番
日
誌
を
記
帳
し
、
区
長
に
提
出
さ
れ
て
区
が
こ
れ
を

保
存
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

３
　
高
森
区
は
、
区
総
会
の
決
議
に
よ

っ
て
湧
水
、
流
水
の
処
分

を
行

っ
て
き
た
．
古
く
か
ら
の
水
処
分
の
形
態
は
、
開
田
と
近

隣
他
部
落
の
農
療
へ
の
潅
漑
用
水
の
利
用
許
可

（売
却
）
で
あ

り
、
開
田
を
し
て
新
た
に
潅
漑
用
水
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者

は
区
に
申
出
て
、
区
長
が
区
総
会
に
諮
り
総
会
が
そ
の
可
否
を

決
定
し
、
他
部
落

へ
の
濯
漑
用
水
利
用
の
許
可
は
二
五
戸
、
約

一
町
六
反
歩
に
対
し
大
泉
湧
水
に
つ
き
既
に
明
治
以
前
か
ら
な

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
水
代
金
は
区
の
年
度
予
算
と
い
う
形
で
決

定
さ
れ
区

へ
納
入

（
昭
和
五
三
年
度
年
五
万
五

一
〇
〇
円
）
さ

れ
て
き
て
い
る
。

４
　
近
時
区
総
会
で
湧

ｏ
流
水
の
売
却
処
分
の
可
否
が
決
定
さ
れ

た
事
例

①
　
昭
和
三
〇
年
前
後
頃
八
ケ
岳
山
麓
に
存
し
た

ユ
ー
ス
ホ
テ

ル
ヘ
〓π
却

②
　
昭
和
三
六
年
高
森
区
を
含
む
四
部
落
が
大
泉
湧
水
に
よ
る

上
水
道
施
設
の
た
め
の
大
泉
水
道
組
合
を
設
立
し
た
が
、
高

森
区
は
総
会
に
お
い
て
こ
れ
の
設
立
並
び
に
大
泉
湧
水
か
ら

の
引
出

（
売
却
）
を
可
決
し
、
同
年
二
月

一
日
区
長
が
右
大

泉
水
道
設
置
委
員
長
と
の
間
に
引
水

（
売
買
）
契
約
を
結
ん

だ
。
現
在
そ
の
水
量
は

一
ケ
月
約
七
六
〇
〇
ト
ン
、
う
ち
三

分
の
二
は
高
森
を
除
く
二
部
落
に
供
給
さ
れ
、
二
部
落
は
規

定
の
水
道
料
金
の
他
高
森
区

に
対
し

一
戸
年
六
〇
円
の
負
担

金
を
支
出
し
て
い
る
。

右
大
泉
水
道
組
合
に
鳥
帽
子
部
落
が
遅
れ
て
加
入
す
る
に

つ
き
高
森
区
は
昭
和
三
六
年

二
月

二
六
日
開
催
の
総
会
に
お

い
て
そ
れ
を
承
諾
す
る
決
議
を
行

っ
た
。

右
大
泉
水
道
が
町
営
水
道
に
移
管
さ
れ
る
に
伴

い
区
長
は

総
会

の
決
議
を
経
て
昭
和
三
八
年
四
月

一
日
富
士
見
町
々
長

と
の
間

に
売
買
契
約
を
結
ん
だ
。

③
　
き
き
の

ュ
ー
ス
ホ
テ
ル
の
施
設
を
買
受
け
た
明
治

入
学
よ

り
水
売
却
の
申
込
を
受
け
、
総
会
の
議
決
を
経
て
区
長
は
昭

和
三
八
年

一
〇
月

一
一
日
同
大
学
と
の
間
に

「
水
利
用
契
約
」

を
結
ん
だ
。



④
　
つ
つ
し
ケ
丘

（
信
濃
境
）
団
地
へ
の
大
泉
水
道
引
水
に
つ

富
士
見
町
よ
り
そ
の
申
入
を
受
け
昭
和
四
六
年

一
月
二
四
日
、

同
年
六
月

一
九
日
の
各
総
会
で
審
議
さ
れ
、
右
申
込
を
承
諾

す
る
決
定
が
な
さ
れ
た
。

⑤
　
富
士
見
町
農
協
よ
り
大
泉
水
道
引
水
の
申
込
を
受
け
、
区

総
会
の
議
決
を
経
て
、
区
長
は
昭
和
五
〇
年
四
月

一
日
富
士

見
町
農
協
組
合
長
と
の
間
に
使
用

（売
却
）
契
約
を
結
ん
だ
。

③
　
昭
和
五

一
年
東
京
に
本
社
を
有
す
る
佛
大
日
ハ
ウ
ジ
ン
グ

よ
り
貸
別
荘

へ
の
上
水
道
用
水
売
却
の
申
込
を
受
け
、
区
総

会
の
議
を
経
て
売
買
契
約
を
結
ん
だ
。

０
　
富
士
見
町
よ
り
町
立
南
中
プ
ー
ル
ヘ
の
大
泉
水
道
引
水
の

申
込
が
あ
り
区
総
会
に
お
い
て
こ
れ
を
承
諾
す
る
決
議
を
し

た
．

０
　
区
民
で
あ
る
小
林
三
雄
よ
り
そ
の
経
営
に
か
か
る
小
林
牧

場
へ
小
泉
湧
水
の
引
込
申
込
が
あ
り
、
総
会
が
否
定
し
区
は

右
申
込
を
拒
否
し
た
。

５
　
右
湧
水

・
流
水
の
管
理
、
保
存
、
処
理
の
仕
組
は
、
高
森
区

誕
生
以
来
永
年
に
亘

っ
て
慣
行
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、

す
で
に
こ
れ
ら
は
規
範
化
し
、
そ
の
成
文
化
も
幾
度
か
行
わ
れ
、

昭
和
四

一
年
に

「
高
森
区
制
」
の
制
定
を
み
、

「
財
産
管
理
規

約
」
等
の
ほ
か
、
古
来
か
ら
の
慣
行
と
し
て
特
に
重
要
で
あ

っ

た

「
開
田
」

「
水
番
」
に
関
す
る
規
定
を

「
申
合
せ
規
約
」
の

中
に
置
い
て
い
る
．

そ
し
て
、
幾
度
か
行
わ
れ
た
湧
水

・
流
水
の
処
分
は
、
区
古

来
か
ら
の
慣
行
に
則
り
、
ま
た
区
制
の

「
従
来
の
慣
例
を
参
酌
」

し
、

「
予
算
事
項
」
と
し
て
総
会
に
諮
ら
れ
、
区
民
総
員
の
半

数
以
上

の
出
席
の
も
と
、
み
ヽ
の
出
席
者
の
過
半
数
に
よ

っ
て
議

決
さ
れ

（
区
集
会
規
約
）
た
。

６
　
本
件
湧
水
売
却
問
題
は
高
森
区
内

に
お
い
て
十
分
検
討
さ
れ
一

区
総
会
決
議
を
経
て
売
買
契
約
が
な
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
・

．

①
　
古同
森
区
は
昭
和
五

一
年
二
月
三

一
日
、
債
務
者
会
社
よ
り

湧
水
の
上
水
道
用
水
と
し
て
の
借
用
申
込
を
受
け
、
区
長
小

林

一
美
は
、
水
資
源
の
処
分
の
是
非
を
同
年
春
の
区
総
会
に

提
案
し
、
同
総
会
は
、
水
資
源
活
用
対
策
委
員
会
を
設
置
し

て
こ
れ
を
研
究
検
討
さ
せ
る
こ
と
と
し
委
員
の
選
任
を
区
会

に

一
任
し

、
区
会
に
よ

っ
て
選
任
さ
れ
た
同
委
員
会
は
、
水

売
却
に
よ
る
区
内
灌
置
、
生
活
用
水
の
不
足
の
事
態
の
発
生

の
如
何
、
公
害
問
題
、
売
先
等
に
つ
い
て
研
究
検
討
を
重
ね
、

同
年
秋
の
区
総
会
に
そ
の
結
果
を
報
告
し
、
総
会
は
汚
水
処

理
問
題

の

一
層
の
研
究
を
指
示
し
、
そ
の
後
、
委
員
会
の
報

告
を
受
け
て
審
議
の
結
果
、
総
会
は
水
売
却
を
否
決
し
た
。

②
　
富
士
見
町
開
発
委
員
会
は
昭
和
五
二
年
、
大
泉
、
小
泉
両

湧
水
を
含
む
町
内
の
全
水
源
を
町
が
掌
握
す
る
方
向
の
検
討

を
は
じ
め
、
こ
の
動
き
を
見
て
、
高
森
区
の
長
老
有
志
か
ら

区
長
に
対
し
区
の
財
源
確
保
の
為
に
水
資
源
の
有
利
な
処
分

を
検
討
す
べ
し
と
の
提
案
が
あ

っ
た
が
、
区
会
は
、
前
年
度
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の
総
会
決
議
を
踏
ま
え
て
こ
れ
に
慎
重
に
対
処
す
る
こ
と
と

し
暫
時
静
観
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
し
か
る
に
区
内
長
老

有
志
か
ら
再
度
同
趣
旨
の
提
言
が
あ
り
、
区
長
は
町
開
発
委

・
員
会
が
全
町
の
水
源
掌
握
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

て
こ
れ
を
区
会

‥―こ
は
か
つ
た
が
、
区
会
議
員

一
名
の
反
対
が

あ

っ
た
為
、
区

‐総
会

へ
の
提
案
を
見
合
せ
た
．
ち
な
み
に
区

会
か
ら
区
総
会

へ
の
議
案
提
出
は
区
会
議
員

一
致
を
要
す
る

・
と
す
る
慣
行
が
存
し
た
．

③
　
同
年
秋
、
区
総
会
で
区
民
よ
り
水
売
却
問
題
を
再
度
検
討

一
す
べ
し
と
の
動
菫
が
提
出
さ
れ
、
審
理
の
結
果
、
区
会
で
検

討
す
る
旨
の
議
決
が
な
さ
れ
た
。
区
会
は
こ
れ
を
検
討
し
た

が
結
論
が
出
ず
、
同
年
九
月

一
七
日
開
催
の
総
会
に
そ
の
旨

報
告
し
、
同
総
会
は
、
審
議
の
結
果
、
研
究
検
討
し
て
有
利

か
つ
問
題
の
な
い
条
件
が
得
ら
れ
れ
ば
売
却
し
て
も
良
い
、

そ
の
為
の
水
資
源
研
究
委
員
会
を
設
置
し
て
検
討
を
進
め
よ

う
と
の
決
〓
が
為
さ
れ
た
。

研
究
委
員
会
は
、
売
却
先
、
売
却
水
量
、
汚
水
処
理
、
売

却
代
金
等
の
検
討
を
行
い
、
町
水
道
課
の
水
量
調
査
結
果
を

・
入
手
し
、
売
却
代
金
に
つ
い
て
町
当
局
及
び
債
務
者
会
社
と

一折
衝
し
、
排
水
処
理
施
設
を
見
学
す
る
な
ど
検
討
、
研
究
を

重
ね
、
日
量

一
千
ト
ン
を

一
時
金

一
二
〇
〇
万
円
と
す
る
町

当
局
を
交
渉
対
象
か
ら
外
し
、
以
後
債
務
者
会
社
と
そ
の
開

発
計
画
に
基
づ
き
具
体
的
な
条
件
の
交
渉
を
行
い
、　
一
八
ケ

条
の
売
却
条
件
を
ま
と
め
、
こ
れ
を
区
内
の
組

（
葬
式
組
）

毎
に
示
し
て
説
明
会
を
行

っ
た
う
え
、
同
五
三
年
二
月
二
五

日
の
区
総
会

に
検
討
、
研
究
結
果
を
報
告
し
た
。

④
　
区
総
会
は
、
二
月

二
五
日
、
二
月

一
一
日
審
議
し
、
売
却

条
件
及
び
売
却
０
可
否
に
つ
い
て
採
決
の
動
議
が
出
さ
れ
一、

採
決
の
結
果
可
六
〇
票
、
否
三
〇
票
、
無
効
五
票
で
、
委
員

会

の
ま
と
め
た
条
件
で
売
却
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

二
月

一
一
日
の
総
会
は
、
右
の
決
議
に
基
づ
く
具
体
的
契
約

締
結
の
作
業
を
す
る
た
め
交
渉
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
も

決
議
し
、
委
員

の
選
任
は
区
会
に

一
任
し
た
。

⑤
　
一父
渉
委
員
会
は
、
総
会
が
更
に
相
手
方
と
交
渉
せ
よ
と
す

る
附
加
条
件
に
つ
い
て
債
務
者
会
社
と
折
衝
し
、
そ
れ
に
つ
・

い
て
当
事
者
間

で

一
定
の
合
意
を
得
た
上
で
、
同
年

一
一
月

六
日
代
表
者
を
区
長
小
林
三
雄
と
し
て
債
務
者
会
社
と
の
間

に
湧
水
売
却
契
約
を
結
ん
だ
．

⑥
　
ち
な
み
に
、
湧
水

・
流
水
の
処
分
は
、
従
来
の
慣
行
上
も

区
制
の
規
定
か
ら
も
予
算
事
項
と
し
て
区
総
会
の
議
決
事
項

と
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
三
年
二
月

一
一
日
の
区
総
会
に
お

け
る
決
議
は
区
集
会
規
約
に
則

っ
て
適
正
に
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

（
昭
和
五
四
年
０
第

一
一
号
事
件
）

一
　

申
請
原
因
事
実

一
の
う
ち
債
権
者
ら
が
信
濃
境
区
の
住
民
で
あ

る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
余
は
否
認
し
争
う
。

区
区
有
財
産
に
関
す
る
管
理
規
約
」
第
四
条
、
第
六
条
に
明
記

さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

〓
一　
水
資
源
は
、
こ
れ
を
大
切
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
当
然
で
あ
る
が
、
水
利
用
の
態
様
は
時
代
の
推
移
の
中
で
大
き

く
変
り
、
か

っ
て
は
小
泉
湧
水
の
水
も
農
業
用
水
、
川
汲
戸
と
し

て
そ
の
大
半
が
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
日
の
耕
作
面
積

も
大
巾
に
減
少
し
、
川
汲
戸
と
し
て
利
用
す
る
者
も
殆
ん
ど
無

い

状
況
に
あ
り
、
大
切
な
水
資
源
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
高
森
区

の
発
展
の
為
に
最
大
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
現
状
に
あ
る
。

債
務
者
会
社
は
、
小
泉
湧
水
を
地
域
の
発
展
の
為
に
利
用
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
使
用
す
る
水
量
は
日
量
約
二

〇
〇
■
ン
前
後

で
あ

っ
て
、
七
〇
〇
ト
ン
は
農
業
用
水
に
還
元
で

き
る
の
で
あ
り
、
雑
排
水
の
処
理
に
つ
い
て
も
慎
重
に
検
討
し
て

き
て
お
り
、
い
や
し
く
も
高
森
地
域
の
水
利
用
秩
序
を
破
壊
し
混

乱
を
も
た
ら
す
が
如
き
慮
れ
は
全
く
な
い
．

（
昭
和
五
四
年
０
第

一
一
号
事
件
）

一
　

申
請
原
因
事
実
を
否
認
す
る
。

一
一　
そ
の
他
昭
和
五
三
年
０
第
五
五
号
事
件
と
同

一
で
あ
る
。

第

ｍ
一
証
　
拠
　
関
　
係

一
　

債
権
者
ら

証罐押諄号一辞い
一し場」鵬】一審制婦嘲”第一〓〓中泌｝噸廿

な
い
し
九
、
第
二
五
、
第
二
六
号
証
、
第
二
七
号
証
の

一
な
い
し

一
‘́′

二
　
同
二
を
否
認
す
る
．　
　
　
　
ノ

〓
一　
同
三
を
否
認
す
る
。

四
　
同
四
を
否
認
す
る
。

五
　
そ
の
他
昭
和
五
三
年
０
第
五
五
号
事
件
と
同

一
で
あ
る
．

債
務
者
会
社

（昭
和
五
三
年
０
第
五
五
号
、
同
五
四
年
０
第

一
二
号
事
件
、
同
五
五

年
０
第
七
号
事
件
）

一　
申
謂
原
因
事
実
二
、
三
を
認
．め
、
そ
の
余
の
各
事
実
を
否
認
し

争
う
．

一一　
本
件
小
泉
湧
水
の
慣
行
水
利
権
は
、
償
務
者
区
が
そ
の
権
利
主

体
で
あ
る
．

①
　
債
務
者
区
は
、
も
と
高
森
部
落
と
呼
ば
れ
、
そ
の
住
民
が
古

来
よ
り
大
泉
、
小
泉
各
湧
水
を
、
田
用
水
、
生
活
用
水
と
し
て

利
用
し
、
法
例
二
条
に
も
と
づ
く
慣
行
法
上
の
水
利
権
と
し
て

慣
習
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
本
件
水
利
権
は
、

高
森
部
落
が
管
理
、
処
分
の
権
能
を
有
す
る
権
利
主
体
と
な

っ

て
い
る
も
の
で
、
そ
の
構
成
員
た
る
住
民
は
利
用
権
能
を
有
す

る
の
み
で
あ
る
．

仮
に
、
か
っ
て
は
、
高
森
部
落
の
構
成
員
で
あ
る
住
民
の
個

々
に
本
件
水
利
権
の
処
分
権
限
が
存
在
す
る
慣
行
が
あ

っ
た
と

し
て
も
、
住
民
の
個
々
の
右
権
能
は
、
時
代
の
変
遷
の
中
で
、

住
民
の
本
件
水
利
権
に
対
す
る
管
理
権
及
び
処
分
権
は
、
放
棄

も
し
く
は
高
森
区
へ
移
譲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

「
高
森

… 16-
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一
五
、
第
二
八
な
い
し
第
四
九
号
証
、
第
五
〇
号
証
の

一
、
二
、

第
五

一
号
肛
、
第
五
二
号
証
の

一
な
い
し
三
、
第
五
三
な
い
し
第

五
七
号
証
．
償
権
者
小
林
園
幸
、
同
小
林
智
男
、
同
小
林
満
夫
、

同
押
日
成
人
、
同
織
田
敏
雄
。
疎
乙
号
証
の
成
立
に
つ
き
、
第

一

号
証
の
小
林
忠
の
署
名
捺
印
部
分
認
そ
の
余
は
不
知
、
第

一
三
号

証
不
知
、
そ
の
余
の
各
証
認
．
疎
丙
号
証
の
成
立
に
つ
き
、
第
八
、

第

一
三
■
寵
留
ヽ
そ
の
余
の
各
証
不
知
．

一一　
債
務
者
区
　
　
　
・一

疎
乙
第
．一
な
い
し
第

一
三
号
柾
．
証
人
小
林

‐勲
、
同
山
田
忠
良
、

同
小
林
卓
美
、
同
小
林
喜
幸
．
債
務
者
区
代
表
者
．
疎
甲
号
証
の

成
立
に
つ
き
、
第

一
、
第
二
、
第
五
号
証
、
第
六
号
証
の
三
、
第

七
な
い
し
第
九
号
証
、
第

一
五
、
第
二
八
、
第
二
三
号
証
、
第
二

四
号
証
の
一
な
い
し
九
、
第
二
五
号
証
、
第
二
七
号
証
の
一
な
い

し

一
五
、
第
二
八
、
第
二
九
号
証
、
第
四

一
な
い
し
第
四
三
号
証
、

第
五
二
号
証
の
一
、
二
認
、
第
二
号
証
の
説
明
書
不
知
、
そ
の
余
認
、

第
六
号
証
の
四
一
第
二
九
号
証
の
官
署
作
成
部
分
認
、
そ
の
余
不

知
、

場
三

‐。
一
一
の

‐色
鉛

‐‐筆竜
入
部
分
■
不
「
、

■
の
徐
認
、
第

椰は婿「い相瘍雪預“̈
“一・一を認めその余不知、その

三・””〓一“一一一一一一一一一・三号証の一、二、第

二
五
な
小
一

‐‐第
二
〇
■

，‐
証
一
証
人
黒
日
恭
誦
「　

‥疎
岬

‥号
柾
の
成
立

に
つ
き
、
第

一
、ヽ
第
二
、
第
五
号
証
、
第
六
号
証
の
四
、
第
七
な

に
づ
き
、
第

一
、
第
二
、
第
五
号
証
、
第
六
号
証
の
四
、
第
七
な

い
し
第
九
号
証
、
第

一
五
、
第
二
九
、
第
二
三
号
証
、
第
二
四
号

証
の

一
な
い
し
九
、
第
二
五
号
証
、
第
二
七
号
証
の

一
な
い
し

一

五
、
第
二
八
、
第
二
九
号
証
、
第
四

一
な
い
し
第
四
三
号
証
、
・第

‘

五
二
号
証
の
二
、
三
認
、
第
二
号
証
の
説
明
書
不
知
、
そ
の
余
留
、一

第
六
号
証
の
三
、
第
二
八
号
証
の
官
署
作
成
部
分
認
、
そ
の
余
不

知
、
第
二
〇
号
証
の
色
鉛
筆
記
入
部
分
不
知
、
そ
の
余
認
、
第
五

七
号
証
が
現
場
写
真
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
余
不
知
、
そ
の

余
の
各
号
証
不
知
。

理
　
　
　
ッ

ー
第
一
　

当
事
者
間
に

，

い
０
な

い
工
実

　

　

．
　

　

　

．

一、　
昭
和
五
三
年
０
第
五
五
号
事
件
、
同
五
四
年
０
第

一
二
号
事
性

．
　

　

同
五
五
年
０
第
七
号
事
件

（償
権
者
ら
と
債
務
者
区
間
）

申
謂
原
因

一
の
う
ち
債
権
者

「
渋
川
宏
子
一
同
小
林

一
大
、
同

小
林
き
の
江
」
お
よ
び

「
約
二
五
町
歩
の
水
田
」
部
分
を
除
く
同

一
の
そ
の
余
の
事
実
、
同
二
、
同
三
の
事
実
。

（債
権
者
ら
と
償
務
者
会
社
間
）

申
請
原
因
二
、
三
の
事
実
。

二
、　
同
五
四
年
０
第

一
一
号
事
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（債
権
者
ら
と
債
務
者
区
間
）

申
請
原
因

一
の
う
ち
、
債
権
者
ら
が
信
濃
境
区
の
住
民
で
あ
る

事
実
、
同
三
の
事
実
。

（債
権
者
ら
と
償
務
者
会
社
間
）

”一　
　
　
　
昭
和
五
三
年
０
第
五
五
号
事
件
と
同
じ
。

第
二
　

認
定
事
実

成
立
に
争
い
の
な
い
疎
甲
第

一
、
第
二
、
第
五
、
第
八
、
第
九

第

一
五
、
第
二
三
号
証
、
第
二
四
号
証
の

一
な
い
し
九
、
第
二
五

号
証
、
第
二
七
号
証
の

一
な
い
し

一
五
、
第
二
八
、
第
二
九
号
証

第
四

一
な
い
し
第
四
三
号
証
、
第
五
二
号
証
の
二
、
三
、
疎
乙
第

二
な
い
し
第

一
二
号
証
、
疎
丙
第
八
、
第

一
三
号
証
、
債
権
者
小

林
満
夫
の
供
述
に
よ
り
成
立
を
認
め
う
る
疎
甲
第
二
号
証

（添
付

書
面
の
成
立
は
争

い
が
な
い
）
第
四
号
証

の
二
、
第

一
二
、
第

一

六
、
第

一
七
ヽ
第

二
三
、
第
二

一
、
第
三
二
暑
証́
、
同
押
田
成
人

の
供
述
に
よ
り
成
立
を
認

め
う
る
疎
甲
第
四
号
証
の

一
、
第

一
〇
、

第

二

、
第

〓

一、
第

一
四
、
第

天

、
第

壬

一、
第

二
四
、
第

二
五
号
証
、
同
織
田
敏
雄
の
供
述

に
よ
り
成
立
を
認
め
う
ろ
疎
甲

第
四
〇
、
第
五
六
号
証
（
債
務
者
区
代
表
者
小
林
静
雄
の
供
述

に

よ
り
成
立
を
認

め
う
る
疎
乙
第

一
三
号
証
、
証
人
黒
田
恭
輔
の
供

述

に
よ
り
成
立
を
認
め
う
る
疎
丙
第

一
な
い
し
第
七
号
証
、
第
九

な
い
し
第

一
二
号
証
、
第

一
四
な
い
し
第

ニ
ニ
号
証
、
第

二
三
景
´

証
の
一、
二
、
第

二
五
な
い
し
第
二
〇
号
証
、
弁
論
の
全
趣
旨

に
よ

り
成
立
を
認
め
う
る
疎
甲
第

一
八
な

い
し
第

二

一
号
証
、
第
二
Ｃ
、

第
四
〇
号
証
、
第
五
〇
号
証
の
一、
二
、
第
五

一
号
証
、
疎
乙
第

一

号
証

（
小
林
忠

の
署
名
捺
印
の
成
立
は
争

い
が
な
い
）
債
権
者
小

林
園
幸
、
同
小
林
智
男
、
同
小
林
満
夫
、
同
押
田
成
人
、
同
織
田

敏
雄
、
証
人
小
林
勲
、
同
山
田
忠
良
、
同
小
林
卓
美
、
同
小
林
住

幸
、
同
黒
田
恭
輔
、
債
務
者
区
代
表
者
小
林
静
雄
の
各
供
述
、
前

掲
争

い
の
な

い
事
実
お
よ
び
弁
論
の
全
趣
旨

に
よ
る
と
次

の
喜
・実

が
疎
明
さ
れ
る
。

一、　
小
泉
湧
水
、
大
泉
湧
水

１
．

債
務
者
高
森
区
内
に
は
、
古
く
か
ら
そ
の
区
有
地
籍
内
に
大

泉
西
湧
水
、
大
泉
東
湧
水
と
本
件
小
泉
湧
水

（富
士
見
町
境
宇

大
泉
九
二
三
六
番
地
）
が
写
し
、
こ
れ
ら
は
大
々
大
泉

水
系
と

小
泉
水
系
と
に
分
か
れ
、
大
泉
東
湧
水
に
つ
い
て
は
、
濯
湧
時

-18-
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期
の
四
月
か
ら
九
月
は
で
の
間
、
そ
の
水
量
の
う
ち
七
な
い
し

八
割
を
大
泉
水
係

へ
磯
三
な
い
し
三
割
を
小
泉
水
系

へ
分
水
し

そ
の
他
の
時
期
は
全
量
を
小
泉
水
系
に
流
し
て
い
る
。

２
．
小
泉
水
系
の
水
は
高
森
区
内
を
流
れ
、
濯
慨
用
水
、
冬
期
間

の
水
掛
採
草
地

「
あ
れ
ま
」
用
水
、
日
常
洗
い
物
等
の
生
活
用

水

「
川
汲
戸
」
、
防
吹
用
水
等
に
使
わ
れ
、
別
紙
水
系
図
の
水

流
を
な
し
下
流
０
池
袋
枢
、
信
濃
境
区
に
至
っ
て
い
る
。

３
］
大
泉
水
系
の
水
は
、
小
丸
戸
堰
、
魔
の
巣
堰
、
に
げ
堰
の
水

を
集
め

（
，こ
れ
ら
の
‐水
は
全
量
の
約
四
分
の
一
）
高
森
区
梨
木

原
地
区

（西
日
口
）
セ
潤
し
、
更
に
下
流
へ
流
れ
て
い
る
。

４
　
「
‐――
汲
戸
」
は
宅
班
前
後
や
宅
地
内
を
流
れ
る
水
路
を
利
用

し
た
洗
い
場
で
ヽ
昭
和
三
六
年
に
後
記
簡
易
水
道
が
出
来
る
迄

は
流
水
を
飲
用
に
用
い
て
い
た
者
も
あ
っ
た

（疎
甲
第

一
八
号

証
明
治
二
一
年
判
決
主
張
中
に

「
鳥
帽
子
飲
用
水
田
両
用
水
」

「
高
森
村
は
飲
用
水
を
字
小
泉
な
る
泉
水
に
仰
ぐ
」
な
る
文
言

が
あ
る
．
）
。

５
　

「
あ
れ
ま
」
は
、
冬
期
間
枚
草
、
堆
肥
用
の
草
を
作
る
田
地

（水
掛
採
‐車
地
）
で
、
凍
結
し
な
い
よ
う
に
生
草
を
覆
う
だ
け

の
流
水
量
を
必
要
と
し
て
い
る
。

二、　
債
権
者
ら
の
小
泉
水
素
０
利
用
形
諄

１
　
昭
和
二
三
年
０
■
．■
五
〓
事‐ト

一　
１１，
　
水
田
、
あ
れ
ま‐
、
川
汲
戸
利
用

小
林
秋
雌
、
小
林
秀

一
、
小
林
春
美
、
小
林
は
な
ゑ
、
小

小
材
ブ
雄
、
オ
材
秀

一
・
オ
桐
着
雲
　
ｄ
桐

に
を
ｆ

　

勺

ノ

同
小
林

一
徳
は
あ
れ
ま
を
■
有
し
、
小
泉
湧
水
を
利
用
し
て
い

２
つ
。

一「
　
小
泉
湧
水
の
維
持
管
理
の
慣
行
等

１
　
昭
和
五
三
年
０
第
五
五
号
事
件
申
請
の
原
因
第
二
の
六
の
２

田
、
②
、
り
、
り
の
各
事
実
お
よ
び
債
務
者
区
の
申
請
の
原
因

に
対
す
る
答
弁

一
〇
の
２
の
田
、
０
の
各
事
実

２
　
同
五
四
年
０
第

一
一
号
事
件
債
務
者
区
の
申
請
の
原
因

一
の

Ｌ
２
．３
．
‐１‐
、

‐２‐
の
各
事
実

　
．

３
　
高
森
区
で
の
春
の

「
汐
さ
ら
い
」
の
際
は
同
時
に
区
内
の
道

路
整
備
を
も
行
い
、
水
田
耕
作
者
以
外
の
区
民
も
世
帯
毎
に
出

払
う
。

４
　
昭
和
五
三
年
０
第
五
五
号
事
件
の
債
権
者
ら
の
代
掻
き
に
際

し
て
は
、
小
泉
湧
水
の
水
路
筋
の
う
ち

一
つ
を
残
し
て
他
を
〆

切
り
、
湧
水
の
全
量
を
当
該
水
路
筋
に
回
し
、
そ
の
水
路
筋
の

細
水
路
毎
に
同
様
の
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
上
流
の
田
か

ら

一
枚
宛
順
次
代
掻
き
を
行
い
、
水
量
の
関
係
で

一
日
四
反
な

い
し
五
反

位
し
か
代
壌
き
が
で
き
な
い
。

日
、　
大
泉
湧
水
等
の
処
分
例

１
　
高
森
区
内
に
存
す
る
大
泉
湧
水
等
の
処
分
例
に
つ
い
て
は
、

昭
和
五
三
年
０
第
五
五
号
事
件
債
務
者
区
の
申
請
の
原
因
に
対

す
る
答
弁

一
〇
の
４
０
な
い
し
０
の
各
事
実
、
な
お
水
道
水
の

場
水
は
大
泉
西
湧
水
か
ら
で
あ
る
。

２
　
右
は
、
い
ず
れ
も
区
総
会
の
議
決
事
項
と
し
て
審
議
さ
れ
、

林
俊

一
、
小
林
弥
久
、
小
林
春
樹
、
小
林

一
徳
、
小
林
な

つ

，あ

り
　
水

田
利
用

小
林
務
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

０
　
あ
れ
ま
、
川
汲
戸
利
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

小
林
捷
治
、
山
谷
明
。

‐４‐
　
川
汲
戸
利
用

小
林
よ
し
え
、
小
林
す
ゑ
よ
、
渋
川
宏
子
、
小
林
秀
雄
、

小
林
君
子
、
宮
島
竹
七
郎
、
小
林
た
か
の

国
　
水

田
、
川
汲
戸
利
用

そ
の
他

の
債
権
者

２
　
同
五
四
年
同
第

一
一
号
事
件

債
権
者
ら
は
、
池
袋
区
、
信
濃
境
区
の
水
田
耕
作
者
で
構
成

す
る
滝
坂
耕
地
整
理
組
合
の
組
合
員
で
、
昭
和
九
年
頃
小
泉
水

系

の
下
流

に
濯
慨
用
溜
池
を
造
成
し
、
こ
こ
に
小
泉
湧
水
と
大

花
汐
の
水
が
流
入
し
、
小
泉
湧
水
か
ら
の
水
は
貯
水
量

の
七
割

を
占

め
て
お
り
、
こ
の
貯
水
を
債
権
者
小
林
泰
は
あ
れ
ま
に
そ

の
他

の
債
権
者
は
水
田
に
各
利
用
し
て
い
る
。

３
　
同
五
四
年
０
第

一
二
号
事
件

債
権
者
ら
は
高
森
区
内
に
水
田
を
有
し
、
小
泉
諄
水
を
濯
濃

に
利
用
し
て
い
る
。

４
　
同
五
五
年
０
第
七
号
事
件

債
権
者
ら
は
高
森
区
内
に
水
田
を
有
し
、
債
権
者
小
林
清
文
．

“
傾

ヤ

〓

モ

′

Ｌ

一に

，
オ

５

れ

ｒ

卜

■
４

．
Ｒ

¨
１

′、
ア

ー

に

　

，

襲

ＴＩ

一
Ｔ

川

・
よ

，

一
４

■

ン

高
森
区
内
の
全
世
帯
が
水
田
耕
作
者
、
非
耕
作
者
及
び
大
泉
水

系
者
、
小
一泉
水
系
者

の
区
別
な
し
に
世
帯
毎

に
議
決

に
参
加
し

か

つ
高
森
区
限
り
の
議
決
で
総
て
処
理
さ
れ
た
。

３
　
明
治
大
学

に
処
分
し
た
水
は
、
前
記

い
ず
れ
の
水
系

に
も
属

せ
ず
、
当
時
高
森
区
民
で
に
、用
し
て
い
る
者
は
い
な
か

っ
た
。

４
　
以
上

の
各
可
決
議
案

に
つ
い
て
、
最
後
ま
で
強
行
に
反
対
し

続
け
た
者
が
存
在
し
た
こ
と
は
窺
え
ず
、
ま
た
下
流

の
高
森
区

以
外

の
水
利
用
者
か
ら
反
対
抗
議
等
が
出
た
こ
と
も
窺
え
な

い
。

５
　
高
森
区
は
前
掲
各
契
約
に
基
づ
き
毎
年
富
士
見
町

（
昭
和
三

八
年
に
大
泉
簡
易
水
道
組
合
は
町
営
水
道
に
移
管
）
明
治
大
主

富
士
見
町
農
協
境
事
業
所
か
ら
水
代
金
を
徴
収
し
、
こ
れ
を
区

の
基
本
財
産
収
入
と
し

（
か
っ
て
は
各
戸
に
分
配
し
た
）
区
の

事
業
に
支
出
し
、
ま
た
共
用
水
路
の
改
修
費
も
区
か
ら
支
出
し

て
い
る
。

二
、

新
田
の
開
田
等

大
泉

・
小
泉
水
系
流
域
で
は
古
く
か
ら
新
水
田
の
開
こ
ん
に
つ

い
て
は
、
区
総
会
の
承
認
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ

（
そ
の
旨
の
高

森
区
申
合
せ
事
項
が
あ
る
）
過
去
に
区
総
会
の
承
認
が
得
ら
れ
な

か

っ
た
例
が
あ
り
蔭
田
と
称
す
る
無
承
認
の
耕
田
も
現
存
し
、
ま

た
上
流
た
る
高
森
区
内
で
の
開
田
や
養
魚
池
用
の
新
利
用
に
つ
い

て
下
流
の
滝
坂
耕
地
整
理
組
合
の
反
対
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た

例
が
あ
る
。

六
、　
本
件
小
泉
湧
水
売
買
に
つ
い
て
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１
　
昭
和
三
二
年
０
第
二
五
号
事
件
積
務
者
区
の
申
請
の
原
因
に

対
す
る
答
弁

一
〇
の
で
、

１１１
な
い
し
１３‐
、

‐５‐
の
各
事
実
。

２
　
昭
和
五
三
年
二
月
二
五

‥日
の
高
森
区
臨
時
総
会
で
は
同
五
二

年
九
月

一
七
日
付
総
会
で
の
議
論
の
む
し
返
し
及
び
売
却
反
対

の
意
見
再
出
を
み
な
が
ら
も
、
水
資
源
研
究
委ヽ
員
会
が
ま
と
め

た
売
コ
条
件

一
七
ケ
条

の
検
討
を
順
次
行

い
、
再
交
渉
す
べ
き

事
項
の
提
案
も
あ
つ
ｒ
時

…‥間
切
れ
継
続
審
議
と
な
っ
た
。

３
　
洞
年
二
月

一
一

‐１日
の
臨
崎
総
会
で
は
売

‐
却
探
♯
の
審
議
を
一

通
り
終
ウ
慣
務
者
会
社
と
の
再
交
渉
の
余
地
を
溜
保
し
つ
つ
、

採
決
事
項
に
つ
い
て
の
議
長
の
混
乱
は
あ
っ
た
が
、
結
論
と
し

て
一
七
ケ
条
源
案
を
呑
‐め
る
か
る
か
に
つ
い
て
、
区
集
会
規
定

に
則
る
過
半
数
採
決
を
行
い
、
異
例
の
記
名
投
票
の
結
果
、
賛

成
六
〇
、
反
対
三
〇
、
無
効
五
と
な
り
、
債
務
者
会
社
と
今
後

交
渉
す
べ
き
委
員
の
選
任
を
理
事
者
へ
一
任
し
た
。

４
　
債
務
者
区
が
同
年

一
一
月
六
日
、
傾
務
者
会
社
と
湧
水
売
買

楔
約
嗜
調
印
す
る
値
前
、
駒
ｔ
時
欄
一
垣
つ
ま

・サ
楼
損
会
が
総

会
か
ら
契
約
調

，
印
つ
常
報
■
■

‐
‐
与
え

・ち
れ
ｔ
ゆ
一
つ
い
て
二
月

一
一

一
却
脚
癬
時
¨

‐‐契‐‐
‐録

‐
約 者

‐
締‐‐テ一脚
”

告
‐‐．
を

‐の‐再
総
．
生

れ
童
一
一
一
一一
詢
ｒ
ｍ

一に
再
度
交
渉
の
結
果
ｔ
●
´
て
聡

‐‥会
一
か
け
る‐
べ
ぎ
で
ぁ
っ
た

と
の
意
見
が
出
‐た
つ
ｔ
ｔ
ｒ
　
　
　
　
　
・

５
　
本
件
湧
水
売
買
契
約
で
は
次
の
事
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

１１１
　
湧
水
日
量

一
〇
〇
〇
ト
ン
を
限
度
と
す
る
量
を
売
買
す
る
。

‐２‐
　
雑
排
水
の
処
理
は
集
中
浄
化
方
式

に
よ
り
、
浄
化
還
元
水

は
法
令

の
基
準
内
と
し
、
揚
水
量

の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

を
区

の
指
定
水
路
に
放
流
す
る
。

‐３‐
　
債
務
者
会
社
は
田
用
水

に
不
足
を
来
た
さ
な

い
為
、
多
目

的
調
整
池
を
ニ
ケ
所
以
上
設
置
し
、
万

一
田
用
水

の
不
足
が

生

じ
た
時
は
、
協
議
の
上
、
揚
水
の
調
節
、
調
軽
池
の
貯
水

の
放
流
等

の
措
置
を
講
ず
る
。

四
　
債
務
者
会
社

は
小
泉
湧
水
水
源
地
よ
り
中
央
道
迄
の
水
路

の
漏
水
防
止
及
び
集
水
工
事
を
行
う
。

て
、

債
務
者
会
社

の
計
画
に
よ
る
と
、
関
係
者
の
協
議
は
要
す
る
が

小
泉
湧
水
源
の
直
上
部
に
位
置
す
る
上
蔦
不
区
か
ら
の
借
地
約
二

一
万
坪

（
ほ
ぼ
長
方
形
）
の
開
発
地
に
つ
き
、
最
上
部
に
位
置
す

る
配
水
池

へ
、
水
源
直
近
の
受
水
槽
か
ら
ポ

ン
プ
で
揚
水
し
た
水

を
貯

め
そ
こ
か
ら
別
荘
等
各
施
設
に
配
水
し
、
こ
れ
か
ら
の
排
水

を
最
下
部

の
汚
水
処
理
場

で
浄
化
し
、
浄
化
排
水
を
開
発
区
内
の

三
ケ
所

の
遊
水
池

に
貯
め
こ
の
水
を
小
泉
水
源
の
直
下
に
放
流
す

る
と

い
う
も
の
で
、
使
用
水
量
は

一
日
初
期

（
三
年
）
五
Ｃ
Ｏ
ト

ン
、
完
成
時
八
〇
〇
ト
ン
、
最
盛
期

一
〇
Ｃ
Ｏ
ト
ン
以
内
と
し
て

い
る
。
．

〈
、　
小
泉
湧
水
、
大
泉
湧
水
の
水
量
と
流
水
使
用
水
量
等

１
　
富
士
見
町
水
道
課
の
調
査
に
よ
る
と
、
各
湧
水
の

一
日
の
湧

水
量
は
昭
和
五

一
年
二
月

一
〇
日
大
泉
西
湧
水

一
三
〇
〇
■
ン

東
湧
水

一
五
〇
〇
ト
ン
、
小
泉
湧
水

二
四
〇
０
ト
ン
、
同
五
三

-2ト-2)

年
五
月
二
九
日
、
力
泉
．西
み
水
ｒ
三
二
六
ト
ン
、
東
湧
水
調
査

な
し
、
小
泉
湧
水
二
九
五
三
ト
ン
で
、
こ
れ
以
外
の
調
査
は
な

２
　
大
泉
東
涌
水
の
大
泉

・
小
泉
水
系

へ
の
分
流
、
他
の
堰
か
ら

の
大
泉
水
系

へ
の
合
流
に
つ
い
て
は
既
述
の
と
お
り
。

３
　
大
泉
水
系
の
水
田
耕
作
面
積
は
、
高
森
区
の
西
田
圃
が
大
部

分
を
占
め
、
約
四
〇
町
歩
で
、
耕
地
整
理
に
よ
り
田
地
が
集
中

し
、
水
路
、
汐
が
整
備
さ
れ
、
Ｕ
字
溝
が
全
面
に
入

っ
て
お
り

水
持
の
良
い
土
質
の
田
で
あ
る
。

４
　
小
泉
水
系
の
水
田
耕
作
面
積
は
高
森
区
が
約

一
一
な
い
し

一

二
町
歩
、
池
袋
地
区
約

一
〇
町
歩
、
滝
坂
耕
地
整
理
組
合
地
籍

五
町
歩
で
、
田
地
が
分
散
し
地
形
に
凹
凸
が
あ

っ
て
Ｕ
字
溝
は

一
割
程
度
で
水
路
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
灰
土
で
水
持
ち
が

悪
い
土
質
の
田
で
あ
る
。

５
　
大
泉
増
水
の
水
道
水
売
買
に
つ
き
、
富
士
見
町
と
の
間
で
、

「
甚
だ
し
く
濯
薇
用
水
に
支
障
を
生
じ
た
場
合
は
断
水
で
き
る
」

と
定
め
、

「
鳥
帽
子
区
の
負
担
で
同
区
の
所
要
水
量
と
同
量
水

を
切
掛
川
か
ら
揚
水
し
て
大
泉
水
系

（高
森
区
新
汐
第

一
号
水

路
）ら
に
還
元
す
る
」
と
定
め
、
明
治
大
学
は
高
森
区
及
び
富
士

見
町
に
緊
急
必
要
を
生
し
た
場
合
は
契
約
解
除
に
同
意
す
る
旨

約
し
て
い
る
。

６
　
大
泉
水
道
の
取
水
量
は
富
士
見
町
営
と
な
り
、
高
森
、
信
濃

境
、
池
袋
、
鳥
帽
子
の
四
区
が
使
用
中
の
昭
和
三
八
年
当
時
毎

秒
三

・
二
立

（
一
日
二
七
六

・
四
八
ト
ン
）
で
、
同
四
六
年
に

大
泉
水
道
の
水
を

つ
つ
じ
ケ
丘
団
地

一
三
〇
戸
に
送
ろ
為
、
平

地
の
送
水
パ
イ
プ
を
七
五
ミ
リ
か
ら

一
〇
〇
ミ
リ
に
変
え

（
大

泉
湧
水
か
ら
の
揚
水
量
を
増
加
し
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
）
同

五
〇
年
、
高
森
区
農
耕
者
が
全
員
加
盟
し
て
い
る
富
士
見
町
農

協
境
事
業
所
が
使
用
す
る
こ
と
に
な

っ
た
大
泉
水
道
水
の
量
は

一
日

一
〇
立
方
米
、
月
三
〇
〇
立
方
米
以
内
を
原
則
と
定
め
て

い
る
。
餘
大
日

ハ
ウ
シ
ン
グ
及
び
町
立
南
中
プ
ー
ル
の
大
泉
水

道
使
用
量
は
疎
明
上
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
前
者
は
別
荘

一
Ｃ

戸
位

へ
の
給
水

で
あ
る
。

九
、　
富
士
見
町
は
町
内

に
存
す
る
湧
水
の
掌
握
を
検
討
し
た
際
、
高

森
区
の
ほ
か
、
小
六
区
、
葛

窪
区
と
も
交
渉
を
持
ち
、
債
務
者
会

社
も
独
自

に
葛
窪
区
と
交
渉
し
た
が
、
下
流

の
先
達
区
と
田
端
区

が
利
益
分
配
を
要
求
し
た
為
、
小
六
区
の
水

は
農
業
用
ボ
ー
リ
ン

グ
水
で
あ

っ
た
為
、
債
務
者
会
社
は
断
念
し
、
高
森
区
及
び
富
士

見
町
と
交
渉
を
続
け
た
も
の
で
、
富
士
見
町
は
五
二
年
八
月
債
務

者
会
社

に
対
し
、
町
が
八
ケ
岳
地
区
開
発
計
画
水
量
の
確
保
の
見

通
し
ノ
で
き
た
時
点

で
、
最
大
限

一
日

一
〇
Ｃ
Ｏ
ト
ン
以
内
の
水

を
給
水
す
る
旨
回
答
し
て
い
る
。

一
〇
、　

高
森
区
は
旧
境
村

の
部
落
で
、
か

っ
て
は
全
世
帯
が
農
家
で
、

水
田
、
畑
所
有
者

で
あ

っ
た
が
、
現
在
は
農
家

（
水
田
所
有
者
）

が
八
五
戸
、
畑
所
有
の
み
二
戸
、
非
農
家

二
七
戸
と
な

っ
て
お
り

ま
た
大
泉
水
系
の
み
に
関
す
る
農
家
は

一
二
戸

で
、
大
泉

・
小
泉



両
水
系

化
関
係
す
る
機
家
が
多

い
。

第
二
　
判
　
　
断
　
　
・一

た
す
に
足
り
る
最
小
必
要
限
度
の
流
水
を
支
配
し
う
る
に
過
ぎ
ず

右
の
権
限
で
確
立
し
た
権
利
を
何
人
か
ら
も
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
ま
た
上
流
の
利
用
者
と
い
え
ど
も
自
己
の
必
要
を
超
え
て

下
流
利
用
者
の
必
要
量
の
水
利
用
を
妨
げ
る

。
こ
と
は
で
き
な
い

一́

方
、
水
の
思
恵
を
公
益
的
見
地

か
ら
万
人
に
及
ぼ
す
必
要
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
有
効
か
つ
合
理
的
な
利
用
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
は
、
河
川

法
三
八
条
以
下
の
水
利
調
整
の
考
え
方
が
参
考
と
な
る
。

前
記
認
定
事
実
の
う
ち
、
五
の
事
例
は

「
区
総
会
の
承
認
」
と

の
点
は
と
も

か
く
と
し
て
、
右
吉
日
、
上
流
優
先
原
則
の
具
体
的

現
わ
れ
と
い
え
る
。

な
お
、
高
森
、
鳥
帽
子
、
平
岡
、
境
村
、
落
合
村
間
で
明
治
九

年
に
大
泉
下
出
口
水
に
つ
い
て
協
議
し
た
規
定
書
が
存
す
る

（疎

甲
第

一
八
な
い
し
第
二

一
号
証
に
あ
る
大
泉
下
出
口
水
は
八
対
二

の
分
水
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
大
泉
東
湧
水
の
こ
と
で
、
大
泉
上

出
口
水
は
、
大
泉
西
湧
水
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
疎
第

一

九
号
証
の
地
図
六
葉
に
よ
っ
て
も

「
大
泉
、
下
出
口
小
泉

一
と
区

別
さ
れ
て
い
る
。
）
。

本
件
で
は
、
債
務
者
高
森
区
が
債
務
者
会
社
に
対
し
前
記
経
過

を
経
て
、
区
総
会
の
過
半
数
の
決
議
で
小
泉
湧
水
を

一
日

一
〇
〇

〇
ト
ン
の
割
合
で
売
渡
し
て
い
る
が
、
以
下
そ
の
当
否
を
検
討
す

ワ
う
）
。

１
　
明
治
大
学

に
使
用
さ
せ
て
い
る
水

に
つ
い
て
は
、
そ
の
流
水

ｌ
　
暉
〕花
大
翌
・に
お
い圧
′．さ
せ
て
い
ス
）
水
・に
う́
い
ア
ヽ
は
、
二
、
の
一肛
水

如
き
個

々
の
水
利
権
者
の
権
利
を
超
え
て
、
あ
た
か
も
、
湧
水

の
処
分
権
が
高
森
区
に
属
す
る
如
く
で
あ
り
、
新
規
水
利
用
と

な
る
新
田
の
開
田
に
つ
い
て
も
区
総
会
の
承
認
を
要
す
る
と
の

慣
行

（
申
合
せ
）
が
あ
る
こ
と
も
そ
の
証
左
の
如
く
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
記
大
泉
下
出

口
水
規
定
書

二
条

の
大
泉
下
出
口

水
が
、
現
在
の
大
泉
東
湧
水

の
こ
と
で
、
第

二
〇
号
証
高
森
分

第
七
条
と
第

二

一
号
証
境
村
分
第
八
条
の
各
但
書
に
あ
ろ

一
大

泉
水
」

「
大
泉
上
出

口
水
」
が
現
在
の
大
泉
西
湧
水
の
こ
と
だ

と
す
る
と
西
湧
水
は

一
高
森

ノ
自
由
可
為
喜
こ

と
あ
る
か
ら
、

高
森
区

の
住
民
が
少
く
と
も
契
約
関
係
者
に
対
し
て
は
高
森
区

限
り
で
引
水
、
処
分
等
を
す
る
こ
と
は
何
ら
問
題
な
い
こ
と
に

な
る
が
、
右
大
泉
上
、
下
出
口
水
が
、
現
在
ど
の
湧
水
に
当
ろ

か
に
つ
い
て
、
水
訴
上
争
点́

に
も
な
ら
ず
、

他

に
確
証
も
な
い

と
こ
ろ
か
ら
、
当
裁
判
所
が
明
確
に
判
断
し
う
る
と
こ
ろ
で
は

な
く
、
仮

に
右
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
西
湧
水
の
処
分
例
は
小

泉
湧
水

の
権
利
関
係

の
先
例
と
は
な
り
得
な
い
し
、
然
ら
ぎ
る

と
し
て
も
、
各
処
分
例
に
つ
い
て
後
記
の
と
お
り
の
見
方
も
成

立
し
、
前
記
古
文
書
の
究
明

（
五
通
の
う
ち
二
通
の
み
提
出
さ

れ
、
後

二
通
も
必
ず
し
も

ュ
致
せ
ず
、
添
付
図
も
提
出
が
な
い
）

は
本
件
裁
判
の
結
論
を
変
え
る
方
向
に
は
働
か
な
い
の
で
、
こ

れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。
な
お
小
泉
湧
水

に

つ
い
て
の
古
文
書

の
存
在

は
水
訴
上
窺
え
な

い
。

５
　
大
泉
西
湧
水

の
各
売
買
例
と
本
件
小
泉
湧
水

の
売
買
と
を
対

一、

な
お
「
慣
義
者
■
ボ
田
な
い
し
あ
れ
ま
田
に
つ
き
賃
借
人
た
る

者
も
い
る
が
ヽ
法
律
＝
戒
は
と
も
か
く
賃
借
人
も
水
利
に
関
し
賃

貸
人
た
る
田
所
有
者
‐‐と
同

一
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
川
汲
戸
も
水
道
普
及
以
後
は
そ
の
必
要
性
と
重
要
性
が
小
さ
く

な
っ
た
と
は
い
え
、
本
件
地
域
に
お
い
て
過
去
に
果
し
て
き
た
叙

上
役
割
に
照
し
、
単
に
流
水
が
宅
地
内
や
附
近
を
通
過
す
る
こ
と

の
反
対
的
利
益
の
み
と
は
断
し
難
い
流
水
利
用
権
が
あ
る
と
い
え

る

。

二
、　
流
水
に
つ
い
て
権
利
関
係
は
、
河
川
法
の
適
用
な
い
し
準
用
の

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
専
ら
そ
の
間
に
成
立
し
た
慣
習
に
よ
り
規

律
す
る
他
な
く
、
本
件
小
泉
湧
水
系
は
こ
れ
に
属
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
自
然
流
水
の
権
利
欄
孫
な
る
も
つ
は
元
来
慣
習
的

に
成
立
し
た
ぎ
の
と
考‐
え
ヶ
れ
、
個
別
的
具
体
的
流
水
に
お
け
る

特
殊
な‐‐籐
〓

，
あ‐

．″
募
合
‐．」

と…
一
い
く

　ヽ
一
般
詢
に
は
時
間
的
に

早
く
ま
た
場
所
的
に
上
流
に
権
利
欄
孫
を

‐設定
し
た
者
が
他
の
者

に
優
先
す
る
と
共
に
流
水
ら
争
称
用
嗜
は
各
自
の
使
用
目
的
を
充

1嘉●
==二

、=‐ 1..,

以
上
の
辱
実
に
一
一
ば
、
各
債
権
者
は
い
ず
れ
も
本
件
小
泉
湧

水
の

・
流
水
■
■
置
翻
水
、
あ
れ
ま
用
水
、
川
汲
戸
用
た
と
し
て
こ

師稿帳呻枷蹟椒
‐し・‥‐ま“けれ欽帳韓詢酬れ奴爆“い“』̈
】

認
め
ら
れ
る
。
　
　
■

卜

倦

タ

マ
。
そ

２

り

“

漏

ガ

σ

全

千

月

電

性

雀

Ｅ

σ

夕

月

Ｅ

び

を

貫

が
高
森
区
内
で
完
結
し
し
わ
り
、
以
前
格
別
の
利
用
者
も
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
小
泉
湧
水
の
権
利
関
係
考

案
に
際
し
て
は
別
異
の
も
の
と
し
て
度
外
視
し
て
よ
い
と
考
え

ら
れ
る
。

２
　
小
泉
湧
水
に
つ
い
て
過
去
に

一
回
区
総
会
の
議
題
と
な

っ
た

こ
と
は
あ
つ
、
議
題
と
な
る
以
上
、
権
限
の
存
在
を
推
測
さ
せ

る
と
の
考
え
方
も
あ
る
が
、
結
局
否
決
さ
れ
て
し
ま
い
、
権
限

所
在
方
向
で
の
先
例
雌
は
な
く
、
従

っ
て
本
件
以
外
に
売
却
例

は
な
く
、
処
分
権
の
帰
属
に
関
す
る
直
接
の
慣
行
な
る
も
の
は

な
い
。

３
　
大
泉
西
、
東
湧
水
は
小
泉
湧
水
と
同
じ
高
森
区
内
に
存
し
、

同
じ
く
区
有
地
内
に
湧
出
し
、
下
流
の
他
区

へ
も
流
れ
、
濯
慨

用
水
等
同
種
の
使
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
う
ち
大

泉
東
湧
水
の
処
分
例
は
な
い
が
大
泉
西
湧
水
の
処
分
例
は

一
応

先
例
と
し
て
の
価
値
を
有
し
、
そ
の
意
味
合
い
が
検
討
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
大
泉
西
湧
水
か
ら
の
揚
水
に
よ
り
そ
の
流
水
量
に
直
接
影
響

を
及
ぼ
し
た
上
水
道
用
水
と
し
て
の
売
買
や
当
初
予
定
さ
れ
な

か
っ
た
上
水
道
水
の
大
口
使
用

（
つ
つ
し
ケ
丘
団
地
、
農
協
、

日
大
日
ハ
ウ
ジ
ン
グ
、
南
中
）
に
つ
い
て
高
森
区
総
会
が
し
か

も
自
己
区
限
り
で
そ
の
当
否
を
決
し
区
が
売
主
と
な
り
、
売
買

代
金
な
い
し
水
代
金
が
区
に
納
入
さ
れ
、
こ
れ
が
区
の
経
費
と

し
て
区
民
全
員
の
た
め
に
支
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
記
の

-24--25~



比
す
る
と
き
前
者
梶
つ
き
そ
の
水
利
者
と
認
む
べ
き
人
々
か
ら

一何
ら
反
対
が
‐な
く
礎
っ
て
そ
の
処
分
に
同
意
も
し
く
は
権
利
放

．葉
を
‐した
と
認
‐む
べ
■
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
大
き
な
差
異
で

。あ
る
。　
　
一　
　
・
・

大
泉
水
道
設
置
北
伴
う
大
泉
西
湧
水
か
ら
の
取
水
が
最
初
の

処
が

…例．で
、
て
れ
が
最
ヽ
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
使
用
目

罰
量
、
凛
預
地
の
暮

‥森
区
■
■
■
め
下
流
地
周
辺
の
信
濃
境
、

「池
崚
地
〓
≡
含
め
一
上

‥水
道
用
水
で
ぁ
っ
て
公
共
的
目
葡
を
有

し
て
お

，
、
特
捌
‥反斑
者
が
柄
外
に
な
か
っ
た
こ
と
は
そ
の
限

度
で
高
森
区
内
外
０
大
泉
西
湧
水
利
用
者
は
、
流
水
減
を
甘
受

し
た
と
も
い
え
る

〓し
、
疎
明
上
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
必
要
流

水
量
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
程
度
の
取
水
量
で
あ

っ
た

（
河
川

法
三
八
条
但
書
、
四
〇
条

一
項

一
号
参
照
）
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、
高
森
区
総
会
が
売
買
決
議
を
行
い
区
が
売
主
と
な
り
当

然
の
帰
結
と
し
て
代
金
は
区
に
納
入
と
な
っ
て
い
る
点
は

一
つ

の
問
題
で
は
あ
る
が
、
次
の
様
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
即

ち
、
湧
水
の
湧
出
口
が
区
所
有
地
に
あ
り
、
そ
の
湧
出
量
が
必

ず
ル
ｔ
多
壼
之
は
言
■
ず
従

っ
て
下
流
関
係
区
も
限
ら
れ
て
い

ち
ｔ
ｔ
か
〓
、
井
炉
‐水
旬
要
素
を
帯
び
る
ｔ
て
ろ
が
あ
り
、
区

・””継″抑議一”議̈
一̈
」幅‥こ推同一“』」な磁崎計

に
水
を
求
め
て
湧
水
を
発
見
し
、
順
次
住
み
つ
い
て
農
耕
を
営

み
個
々
的
に
水
利
用
権
を
確
立
し
つ
つ
集
落
を
形
成
し
水
利
用

て
ヽ
大
泉
水
系
ｔ
小
泉
水
鶏
ｔ
い
う
二
つ
の
異
な
る
た
系
が
あ

ウ
、
当
然
二
つ
の
水
利
集
日
が
成
立
し
て

‐も
良
い
と
思
わ
れ
る

が
、
両
涌
水
源
が
同

一
区
内
に
あ
り
、
大
泉
東
湧
水
が
両
水
系

に
分
流
す
る
関
係
上
、
高
森
区
農
家
の
場
合
、
大
部
分
が
両
水

系
に
利
害
関
係
を
有
し

（大
泉
西
湧
水
の
み
の
農
家
は
八
七
戸

の
内

一
二
戸
で
あ
る
。
）
更
に
疎
甲
第
二
〇
号
証
、
別
紙
目
録

水
系
図
の
と
お
り
、
小
泉
湧
水
の
水
路
は
、
こ
れ
が
本
流
と
言

え
る
よ
う
な
幹
流
は
見
当
ら
ず
、
区
内
を
網
の
目
の
様
に
細
流

が
流
れ
て
お
り
恐
ら
く
大
泉
水
系
の
水
流
も
同
様
と
推
測
さ
れ

以
上
の
こ
と
な
ど
か
ら
各
水
系
毎
に
水
利
集
団
を
形
成
す
る
と

の
区
別
を
明
確
に
意
識
さ
せ
る
流
水
状
態
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
窺
え
、
か
つ
汐
さ
ら
い
、
代
掻
き
、
水
番
等
の
農

事
は
水
系
の
区
別
な
く
、
区
内
農
家
各
戸
の
利
害
は
殆
ん
ど
同

種
で

一
致
し
、
両
水
系
に
よ
る
違
い
は
全
く
な
く
又
違
え
る
必

要
も
な
く
、
区
を
挙
げ
て
の
行
動
で
支
障
は
な
か
っ
た
も
の
と

認
め
ら
れ
る

（な
お
、
小
泉
湧
水
系
を
用
水
筋
、
大
泉
湧
水
系

を
汐
筋
と
し
て
区
別
し
て
い
る
部
分
も
認
め
ら
れ
る
。
）
。

従
っ
て
、
高
森
区
が
農
事
、
水
利
に
関
し
、
農
家
、
非
農
家

大
泉
水
系
、
小
泉
水
系
の
区
別
な
し
に
行
動
し
、
大
泉
水
道
の

取
水
売
買
に
関
し
区
総
会
で
取
上
げ
、
全
世
帯
議
決
に
参
加
し

て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
右
の
如
き
背
景
事
情
が
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
本
来
、
大
泉
水
道
の
取
水
は
、
大
泉
水

系
利
用
者
の
み
が
利
害
関
係
者
と
も
言
え
る
も
の
の
、
水
道
と

の
調
整
を
図
り
な
が
ら
集
団
生
活
を
営
ん
で
き
た
と
推
測
で
き

か
つ
本
件
全
疎
明
資
料
に
よ
る
も
、
情
務
者
会
社
主
張
の
如
く

各
水
利
権
者
が
そ
の
権
利
を
区
に
移
譲
し
た
と
の
事
実
も
認
め

難
い
の
で
あ

っ
て
前
記
認
定
の
と
お
り
、
全
世
帯
が
氷
利

・
者

で
あ
る
状
態
か
ら
時
代
の
変
遷
に
伴
い
順
次
非
農
家
が
出
現
し

現
在
で
は
四
分
の

一
程
度
の
非
農
家
が
区
を
構
成
す
る
よ
う
に

な

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
高
森
区
に
お
け
る
前
記
各
湧

水
の
管
理
、
売
買
等
は
水
利
者
と
区
民
と
の
構
成
が

一
致
し
て

い
た
時
代
か
ら
、
若
千
両
者
の
構
成
に
ず
れ
が
生
じ
、
し
か
も

な
お
水
利
者
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
た
め
、
両
者
が
未
分
化

の
状
態
に
あ
り
区
民
も
両
者
の
区
別
を
余
り
意
識
し
な
い
状
況
′

の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
春
の
汐
さ
ら

い
に
道
路
整
備
も
同
時
に
行
い
、
非
農
家
も
出
払
う
形
式
を
採

る
の
も
数
少
い
非
農
家
を
農
家
集
団
に
組
み
入
れ
従
来
の
し
き

た
り
を
保
持
す
る
工
夫
と
も
考
え
ら
れ
、
非
農
家
が
増
加
す
る

に
従
い
、
非
農
家
に
は
農
事
扶
役
を
免
除
す
る
と
明
定
せ
ぎ
る

を
得
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
も
言
え

る

（昭
和
四
四
年
申
し
合
せ
規
約
）
。
し
か
も
、
い
わ
ゆ
る
水

利
集
団
な
る
も
の
を
仮
に
考
え
る
場
合
、
流
水
利
用
と
い
う
性

質
上
、
当
然
利
害
関
係
を
有
す
る
流
水
毎
に

一
つ
の
集
団
を
形

成
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、

（小
泉
湧
水
が
流
れ
こ
む
貯
水
池

の
水
を
利
用
す
る
滝
坂
耕
地
整
理
組
合
員
が

一
つ
の
水
利
集
団

と
し
て
良
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
）
本
件
高
森
区
に
お
い

い
う
使
用
目
的
か
ら
今
後
全
世
帯

に
係
わ
る
も

の
で
あ
り
、
ル
、

の
利
害
も
全
世
帯

一
致
し
て
い
た
こ
と
や
、
初
め
て
の
事
例
で

一
般
慣
例

に
従
い
区
会
と
い
う
場
を
利
用
し
た
ま
で
で
、
そ
の

区
別
の
意
識
も
余
り
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
え
る
。
更

に
、
現
実
に
高
森
区
内
の
大
泉
西
湧

ボ
利
用
者
の
う
ち
に
反
対

者
が
あ

っ
た
と
は
窺
え
ず
、
本
件
疎
明
上
高
森
区
よ
り
下
流
の

大
泉
西
湧
水
利
用
者
が
ど
の
程
嘱
い
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
そ
れ
ら
の
反
対
者
も
窺
え
な
い
か
ら
、　
い
ず
れ
に
一
Ｔ
い
各

水
利
権
利
者
の
同
意
あ
リ
ンと
み
ら
れ
、
二
、の
限
り
で
は
問
題
は

な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
高
森
区
が
区
総
会
の
決
議
で
大
泉
西
湧
水
を
売
買
し
た

事
実
か
ら
直
ち
に
高
森
区
に
同
湧
水

の
処
分
権
が
あ
る
と
は
断

じ
難

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

な
お
、
売
買
代
金
、
水
代
金
は
区
に
納
入
さ
れ
て
い
る
が
、

区
の
受
領
権
は
と
も

か
く
支
払
側
か
ら
み
れ
ば
、
大
泉
西
湧
水

流
域

の
高
森
区
西
田
圃
地
域
は
昭
和
四
八
年
耕
地
整
理
が
行
わ

れ
、
用
水
施
設

の
近
代
化
、
合
理
化
等

に
よ
り
余
剰
水
を
生
み

出
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
ホ

水
売
買

に
対
し
て
は
、
対
価
を
支

払
う
必
要
は
あ
り

（
こ
れ
は
時
期
的
に
、
昭
和
四
八
年
以
後
の

売
買
に

つ
い
て
）
権
利
者
の
同
意
の
も
と
に
、
取
水
に
よ
る
西

田
圃
地
域
の
水
不
足
に
対
す
る
補
償
の
意
味

の
水
代
金
と
も
み

れ
る
。

６
　
鳥
帽
子
区
が
大
泉
水
道
に
加
入
し
た
際
は
、
所
要
水
量
と
同
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量
の
水
を
切
掛
川
か
ム
場
水
し
て
大
泉
水
系
に
選
元
し
た
の
で

‐ぁ“
う
ち
一
流
‥水
■
翼
増
城
な
く
、
恐
ら
く
水
質
に
も
変
動
は

一な
か
つ
ｔ
も
の
上
推
劇
さ
れ
、
果
し
て
塙
森
区
に
処
分
権
限
が

あ
つ
た
か
‐は
と
も
か
ス
縦
来
の
水
刊
者
の
権
利
を
瑕
害
す
る
も

―の
で
■
無
ゆ
つ
た
と

，
■
ち
‐の
で
、
こ
の
際
の
高
森
区
総
会
決

■
一
義
記
の

‐ｔ
ｉお
リ
メ
櫃
■
青
ち
の
権
利
侵
害
と
な
る
本
件
処

，
事
‐の
■
４
一
４
動
議
ｔ
ｔ
重
要
■
を
持
た
な
い
と
共
に
意
識

一０

，
未
サ
北

‐―
ま
前
調
構
話
す
増
痢
つ
秩

‥議
方
法
を
単
に
踏
理
し
た

０
み
ｔ
ｉ‐もい
■
‘
“　
一一・　
　
　
・

７
　
つ
つ
じ
ウ

‥丘
ヨ
地

（
０
大
果
水
道
引
水
に
際
し
、
揚
水
量
を

増
加
ル
ｔ
■
つ
か
揚
休
澄
は
同

一
で
単
Ｉ
水
道
使
用
者
を
増
加

し
た
の
み
か
‐明
■
か
‐ヽで
一
な
い
が
、
高
森
区
総
会
決
議
の
意
味

あ
い
は
、
前
示
大
泉
水
道
開
設
の
際
と
同
様
で
あ

，
か
つ
前
例

を
踏
襲
し
た
も
の
と
い
え
る
。
農
協
、
錦
大
日
ハ
ウ
ジ
ン
グ
、

南
中
プ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
単
に
水
道
水
の
配
給
先
の
増
加
の

問
題
で
、
揚
水
量
に
影
響
は
な
く
、
仮
に
あ
っ
て
も
そ
の
水
量

ゆ
ち
推
し
て
休
剰
者
に
対
す
る

‐影響
は
少
い
も
の
と
い
え
、
特

８
　
以
上
の
ｔ
お
ウ
で
、
高
森
区
で
は
、
主
と
し
て
大
泉
水
道
設

置
に
端
を
発
し
、
該
水
道
の
関
連
で
処
分
例
が
み
ら
れ
る
が
、

デ

餃

靖

４

易

Ｌ

　

彦

オ

建

α

段

遇

て

処

先

伊

か

あ

ら

ね

る

か

、

そ
の
処
分

の
意
味
合

い
は
叙
上

の
如
く
考
え
る
余
地
が
あ
り
、

こ
れ
ら
を
も

っ
て
湧
水

の
処
分
権
が
区
に
あ
り
区
世
帯
の
過
半

数

で
処
分
し
う
る
こ
と
が
慣
行
と
し
て
規
範
化
し
て
い
る
と
は
，

断
じ
難

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　

・

一

三
、
　

本
件
小
泉
湧
水
の
債
務
者
会
社

へ
の
売
却

に
際
し
て
は
、
高
森

区
内
の
小
泉
水
系
関
係
世
帯
は
、
七
三
戸
前
後
で
、
昭
和
五
三
年

二
月

下
一
日
の
区
総
会
の
採
決
の
際
、
賛
成
六
〇
票
の
う
ち
に
何

．
世
帯

の
小
泉
水
系
者
が
あ

っ
た
の
か
不
明
で
あ
る

（
記
名
投
票
で

あ

っ
た
か
ら
確
定
は
じ
う
る
）
が
、
債
権
者
ら
の
う
ち
、
高
森
区

住
民
は
反
対
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
水
利
関
係

に

つ
き

一
定

の
水
利
集
団
な
る
も

の
を
認
め
る
か
認
め
る
と
し
て
、

そ
の
範
囲
そ
の
法
律
関
係
を
如
何

に
す
る
か
、
本
件
の
場
合
ど
の

よ
う
に
規
定
す
る
の
か
に
つ
い
て
困
難
を
極

め
、
結
論
し
難

い
が

少
く
と
も
、
既
述

の
と
お
り
、
水
利
者
個
々
人
は
特
別
の
事
情
の

な

い
限
り
社
会
的

に
長
年
承
認
さ
れ
て
き
た
自
己
の
必
要
最
小
限

度

の
水
量
を
現
状

の
状
態
で
利
用
す
る
と
い
う
権
利
を
意
に
反
し

て
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
反
面
必
要
量
を
超
え

・
た
部
分

に
つ
い
て
は
、
誰
が
権
利
を
有
す
る
か
は
と
も
か
く
該
水

利
者
は
文
句
を
言
う
筋
合
で
は
な
い
。

し
か
し
て
本
件
小
泉
湧
水

に
つ
い
て
、
債
権
者
ら
の
最
小
必
要

限
度
の
水
量
を
確
定
す
る
だ
け
の
資
料
は
な
い
が
、
前
記
第

二
、

三
お
よ
び
八
の
各
事
実
に
照
し
、
大
泉
東
湧
水
の
季
節
的
合
流
を

含

め
た
小
泉
水
系

の
水
は
、
少
く
と
も
濯
漂
用
水
と
し
て
現
状
に

含

め
た
小
泉
水
系

の
水

は
、
少
く
と
も
濯
置
用
水
と
し
て
現
状
に

お
い
て
豊
富
一
有

，
ぉ

っ
て
い
ル

と
は
認
め
難
く
、
静
権
者‐
ら
は

濯
置
期
に
お
い
て

一
応
小
泉
湧
水
の
全
量
を
把
握
し
て
い
る
も
の

と
認
め
ら
れ
、
五
月
の
小
泉
湧
水
約
二
九
五
〇
ト
ン
か

ヽ
ら

一
〇
〇

〇
ト
ン
を
揚
水
し
残
余
と
大
泉
東
湧
水
の
二
な
い
し
三
割
の
流
水

で
、
小
泉
水
系
の
各
債
権
者
ら
の
灌
置
に
何
ら
支
障
を
来
た
さ
な

い
と
は
断
じ
得
な
い
し
、
そ
の
使
用
目
的
が
私
企
業
た
る
償
務
者

会
社
の
別
荘
地
等
開
発
で
あ
り
、
従

っ
て
区
の
処
分
権
の
問
題
は

と
も
か
く
と
し
て
償
権
者
ら
が
一そ
の
不
利
益
を
甘
受
す
べ
き
特
段

の
理
由
は
な
い
。
本
件
売
買
契
約
に
お
い
て
、
前
示
二
、
六
、
■

七
の
と
お
り
、
揚
水
量
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
還
元
、
揚
水
の
調

節
、
水
路
の
漏
水
防
止
工
事
等
に
つ
い
て
規
定
は
さ
れ
て
い
る
が

こ
れ
を
も

っ
て
債
権
者
ら
の
必
要
量
を
充
た
す
も
の
か
更
に
等
質

性
に
つ
い
て
保
障
は
な
く
、
ま
た

一
日

一
〇
〇
〇
ト
ン
と
い
う
揚

水
量
は
、
償
務
者
会
社
の
開
発
上
の
必
要
性
か
ら
算
出
さ
れ
た
量

で
あ
っ
て
、
小
泉
水
系
水
利
用
者
の
必
要
水
量
を
考
慮
し
、
湧
水

量
を
重
密
に
測
定
し
た
結
果
割
出
さ
れ
た
数
字
で
は
な
い
。
本
訴

上
、
償
務
者
ら
に
お
い
て
、
余
剰
水
の
あ
る
こ
と
を
十
三
分
に
立

証
す
べ
き
疎
明
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
売
買
代
金
を
流
水

量
の
減
少
に
対
す
る
補
償
と
み
る
こ
と
は
区
に
処
分
権
が
あ
る
こ

と
や
債
務
者
ら
の
同
意
な
り
こ
れ
を
甘
受
す
べ
き
特
別
の
事
情
が

一
応
前
提
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
区
が
こ
れ
を
受
領
す
る
こ
と
、

高
森
区
以
外
の
下
流
者
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
件
の
如

く
水
利
者
に
反
対
者
が
い
る
以
上
、
疑
間
と
さ
れ
る
。

更
に

一
日

一
〇
〇
〇
ト
ン
の
揚
水
は
、
あ
れ
ま
用
水
、
川
汲
戸

用
水
と
し
て
の
水
利
用

に
対
し
濯
轟
用
水
程

の
影
響
は
与
え
な

い

と
は
窺
え
る
が
、
皆
無
と
は
断
じ
難

い

（
な
お
川
汲
面
に
つ
い
て

は
特
に
水
質
も
重
要
で
あ
り
、
浄
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、　
一

日
最
大
五
〇
〇
ト
ン
と
い
ヶ
汚
水

、
雑
排
水
が
混
入
す
る
．よ

，
一に

．

な
る
こ
と

は
重
大
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
本
件
売
買

に
よ
る
直
接

の
水
利
権
侵
害
と
い
う
よ
り
、

排
水
処
理

に
関
わ
る
派
生
的
問
題

と

い
え
る
。
）
。

第
四
　
以
上
の
と
お
り
で
あ

っ
て
、
大
件
疎
明
上
、
債
務
者
区
と
債
務

者
会
社
は
、
本
件
小
泉
湧
水

の
売
買
に
よ

っ
て
債
権
者
ら
の
小
泉

湧
水
の
流
水

に
対
す
る
慣
行
水
利
権
を
侵
害
す
る
も

の
で
あ
り
、

今
後
源
泉
か
ら
の
揚
水
を
前
提
と
し
た
工
軍
が
予
想
さ
れ
る
か
ら

売
員
契
約
成
立
段
階
と
は
い
え
、
債
権
者
ら
の
請
求
は
い
ず
れ
も

理
由
が
あ
る

（
諸
般
の
市
情

に
照
し
立
保
証
は
さ
せ
な
い
。
）
。

な
お
主
文

の
内
容

に
つ
き
債
権
者
毎
に
自
己
の
水
利
点

に
至
ろ

ま
で
の
水
路
の
み
に
す
る
と
か
、
水
利
集
団
の
範
囲
、
権
利
関
係

等
未
だ
不
分
明
の
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
水
件
売
買
の
対
象
が
小
泉

源
泉
地

の
水

で
あ
る
の
で
、
小
泉
水
系
総
て
に
か
か
わ
る
も

の
と

し
て
、
申
立

の
と
お
り
認́
め
る
こ
と
と
す
る
。

よ

っ
て
民
訴
法
八
九
条
、
九
二
条

に
よ
り
主
文
の
と
お
り
判
決

す
る
。

長
野
地
方
裁
判
所
諏
訪
支
部

裁

判

官

山

崎

健

二
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